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（１）人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略の実施状況につ

いて 

 

（２）テーマに基づく意見交換 

テーマ「子どもを産み育てやすい環境づくりと多様な人材が定着する滋

賀について」 

 

話題提供 

・結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目ない支援について 

・「令和の時代の滋賀の高専」構想骨子（素案）について 
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資 料 １ － １

人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀

総合戦略の実施状況について

（概要）



人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀
総合戦略の概要について

１ 総合戦略とは
まち・ひと・しごと創生法に基づき、人口目標を

はじめとする地方創生に関する目標や、講ずべき施策
に関する基本的方向および講ずべき施策を総合的かつ
計画的に実施するために必要な事項を定めたもの。

２ 計画期間
2020年度から2024年度（５年間）

３ 人口に関する目標

人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略

■合計特殊出生率が、2060年までに1.8程度まで向上
するように取り組みます。

■県全体の社会増減が、2025年にプラス（社会増）
となるよう取り組みます。

こうした取組により、将来的な総人口として、
2040年に約134万人、2060年には約119万人を確保
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■ 総合戦略の構成
政策

分野
基本政策 基本政策において目指す方向性 主な施策

ひと

１みんなで応援する

結婚・出産・子育てと

人生100年時代の

健康しがの実現

１) 子どもを安心して生み育て、
子どもの健やかな育ちを支える
社会づくり

① 子どもを生み育てやすい環境づくり
② 子ども・若者を社会全体で応援
③ 仕事と子育ての両立に向けた働き方改革の推進

２) 子どもがたくましくしなやかに
生きる力を身に付けるための教育

① 子ども一人ひとりの個性を大切にし、生きる力を育成

３) 人生100年時代の健康しがの実現
① 健康増進に向けたいきいきとした暮らしの推進
② 文化やスポーツを通じた元気な地域づくり

しごと

２次代に向かう

産業の活性化と

多様で魅力ある

働く場の創出

１）成長市場・分野を意識した
産業創出・転換

① 先端技術等を活用した新たな市場展開や交流による
イノベーションの創出

② 滋賀の強みを活かした産業の創出

２) 生産性の向上や高付加価値化
による力強い農林水産業の確立

① 農林水産物のブランド力向上
② マーケットインの視点による農林水産業の展開

３) 人材の確保・育成と経営の強化
① 人材の確保・定着と事業承継
② 各分野の人材育成とダイバーシティ経営の推進

４) 誰もが働き、活躍できる環境の整備
① 誰もが活躍できる多様な働き方の推進
② 学び直しや再挑戦しやすい環境づくり

まち

３様々な人々が集い、

琵琶湖と共生する

魅力的な滋賀づくり

と次世代への継承

１) 訪れる人・関わる人の創出
① 滋賀ならではの特色を活かした観光の創造
② 多様な人が関わり合う地域の創造と移住の促進

２) 暮らしを支える地域づくり
① 地域コミュニティを支える人材の育成等
② 暮らしやすいコンパクトなまちづくり
③ 地域を支える新たな公共交通の仕組みづくり

３) 森・川・里・湖の多面的価値を
未来へ引き継ぐ地域づくり

① 農山漁村の持つ多面的価値の次世代への継承
② 琵琶湖の保全再生と活用
③ 生物多様性の確保、森林の多面的機能の発揮

■ 重視する視点

①若い世代への支援と転入の拡大
②Society 5.0を見据えた産業の振興
③誰もが活躍できる共生社会の推進
④「関係人口」の創出・拡大
⑤人口減少が進む地域への対応

2



資料：総務省「国勢調査」、「人口推計」、「住民基本台帳人口移動報告」、厚生労働省「人口動態統計」
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滋賀県の人口動向
・総人口は、2015年以降は約141.3万人でほぼ横ばい。
国勢調査（2020年）では、前回（2015年）から0.05％の増加。

・社会増（転入数＞転出数）が続いていたが、2013年以降は社会減（転入数＜転出数）に。
・少子高齢化に伴い、2016年以降は自然減（出生数＜死亡数）に。

人口に関する目標の状況
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令和２年度（2020年度）におけるＫＰＩに対する進捗状況の概要

20％
未満

20～
40％未満

40～
60％未満

60～
80％未満

80～
100％未
満

100% 集計中

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ―

１）
子どもを安心して生み育て、子どもの健
やかな育ちを支える社会づくり

3 1 0 1 1 0 0 0 0 0

２）
子どもがたくましくしなやかに生きる力
を身に付けるための教育

3 1 0 0 0 0 0 2 0 0

３） 人生１００年時代の健康しがの実現 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0

１） 成長市場・分野を意識した産業創出・転換 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0

２）
生産性の向上や高付加価値化等による力
強い農林水産業の確立

6 1 3 0 1 0 0 1 0 0

３） 人材確保・育成と経営の強化 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0

４） 誰もが働き、活躍できる環境の整備 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1

１） 訪れる人・関わる人の創出 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0

２） 暮らしを支える社会づくり 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0

３）
森・川・里・湖の多面的価値を未来へと引
き継ぐ地域づくり

5 0 2 1 0 0 1 0 0 1

39 11 10 4 4 0 4 3 1 2合計

目標数
（ＫＰＩ）

達成率

2024年度目標に対する達成率で評価するもの
達成・未達成
で評価するもの

達成 未達成

基本政策 基本的方向性

1
みんなで応援する結婚・出
産・子育てと人生１００年時
代の健康しがの実現

2
次代に向かう産業の活性化
と多様で魅力ある働く場の
創出

3
様々な人々が集い、琵琶湖
と共生する魅力的な滋賀づ
くりと次世代への継承

基　　　本　　　政　　　策



【評価】
〇市町の保育ニーズに対応した認定こども園等の施設整備を支援することにより、1,381人分の定員の拡充を行った。一方で、
保育士不足等により定員まで児童を受け入れることができず、令和２年(2020年）4月1日時点の待機児童数は495人と前年より
36人増加した。

〇社会全体で子育てを応援する機運の醸成を進めるため、子育てを応援するサービスの実施を賛同する企業等に働きかけ、新
たに179か所を「淡海子育て応援団」として登録した。また、農業者等それぞれの地域で様々な体験の場づくりを行う人々を子ど

も食堂等につなぐなど滋賀ならではの子どもの居場所づくりを促進し、その結果、コロナ禍にもかかわらず、子ども食堂の開設数
は142か所となった。

〇コロナ禍を過ごした子どもたちの声をもとに、子どもたちの笑顔を増やすための新しい行動様式「すまいる・あくしょん」を策定
し、普及・啓発を図った。
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基本政策ごとの主な基本的方向性の達成状況

基本政策１-基本的方向性１）

子どもを安心して生み育て、子どもの健やかな育ちを支える社会づくり

出会いから結婚・出産・子育てまで切れ目のない支援として、若者・子育て世代の雇用の確保、仕事と家庭の両立支援、思春期・妊娠期における健康教
育の充実など、子どもを安全・安心に生み育て、子どもの育ちを支え、命を見守る環境づくりを地域全体で進めます。

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準
年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024年に対す

る
達成状況2020 2021 2022 2023 2024

保育所・認定こども園等利用定員数（人）
（2018）
58,562

（2019）
59,590

60,058 61,076 61,355 61,322 61,500
72.3%
★★★

60,971

地域子育て支援拠点数（カ所）
（2018）

88
（2018）

88

88 87 89 90 90

0%

87

淡海子育て応援団等の地域協力事業所数
（カ所）

（2018）
1,795

（2019）
1,979

1,880 2,220 2,280 2,340 2,400
42.5%

★★
2,158



【評価】

〇グリーンリカバリー、デジタル化の促進、感染症対策等に資する実証実験を支援し、社会実装に向けた取組の推進につながっ
た。

〇新型コロナウイルス感染症の拡大により、既存商品の販売の伸び悩みや生産ラインの停止など、企業を取り巻く状況が厳しく
なる中で、新製品等の開発に取り組む意欲のある企業が多く見られた。

〇企業立地促進応援パッケージとして、企業のニーズや操業環境の課題に迅速に対応するサポート体制である「滋賀県企業立
地サポートセンター」および「企業立地サポートチーム」を令和２年度に設置し、本社機能移転促進プロジェクトや地域未来投資
促進法等を活用することで、県内への本社機能、研究開発拠点、マザー工場等の新増設の決定につなげることができた。
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基本政策２-基本的方向性１）

成長市場・分野を意識した産業創出・転換

環境や社会への配慮、ICT、IoT、AI、ロボット技術、データ活用など第４次産業革命への対応、成長市場や成長分野を意識した産業創出・転換、事業
展開等を促進し、社会的課題の解決に向けた取組を広げ、Society5.0時代における滋賀の強みや成長を支える多様な産業と雇用を、企業や大学、金
融機関等とともに創出します。

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準
年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024年に

対する
達成状況2020 2021 2022 2023 2024

滋賀をフィールドとした新たな実証実験件数
（件）※累計

_ -

4 8 12
当初３か年の
成果に基づき
検討

当初３か年の
成果に基づき
検討 41.7%

★★
5

中小企業の新製品等開発計画の認定件数
（件）
※（）書きが累計

（2018）
9

（2019）
7

8（15） 9（24） 9（33） 9（42） 9（51）
38.6%

★
19（26）

本社機能、研究開発拠点、マザー工場等の立
地件数（件）
※（）書きが累計

（2018）
5

（2019）
4

4（8） 4（12） 4（16） 4（20） 4（24）
30.0%

★
6(10)



【評価】

〇大河ドラマの放送など、本県の観光にとって千載一遇の年であったにも関わらず、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事
態宣言による移動の自粛等の影響により、春頃の観光入込客数は大幅な減少となった。新型コロナウイルス感染症が一定落ち着い
た令和２年７月以降は、観光需要の回復に向けて「今こそ滋賀を旅しよう！」宿泊周遊キャンペーン事業の実施や、観光キャンペーン
「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」において安全安心な観光プログラムを展開することなどにより、秋以降の観光入込客数は一定程
度回復した。しかしながら、通年としては新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、令和２年（2020年）１月～12月の延観光入込
客数は3,643万人と、前年比1,761万人減の大幅な減少となった。

〇移住件数については、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による対面相談等の制約はあったものの、オンラインの活用等で
事業展開を工夫し、地方への移住機運を捉え、年次目標を達成することができた。

〇空き家の流通促進に係る情報共有等の推進を図ることや、県域業界団体で構成する協議会による市町空き家バンク等への支援
等の取組により、市町空き家バンクにおける売買等の成約件数の増加に寄与した。
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基本政策３-基本的方向性１）

訪れる人・関わる人の創出
琵琶湖とその水源となる森林、河川など豊かな自然環境、美しい田園風景、様々な文化財、戦国武将、忍者、地域の食や伝統的工芸品等、滋賀県ゆか
りの素材やストーリー、さらに滋賀の暮らしそのものについて、市町や民間等と連携してさらに魅力を高め、情報発信拠点「ここ滋賀」や「ビワイチ」でつな
ぎ、国内外に発信します。また、これらを滋賀ならではの地域資源として有効活用し、インバウンドの促進はもとより、オンラインでの交流も含めた関係人
口の拡大、さらには滋賀への移住者の増加につながる環境づくり・地域づくりに向けて多様な主体とともに取り組みます。

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準
年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024年に対する

達成状況2020 2021 2022 2023 2024

延宿泊客数（万人）
（2018）

399
（2019）

408

430 440 450 460 470

0%

242

延観光入込客数（万人）
（2018）
5,254

（2019）
5,404

5,700 5,850 6,000 6,050 6,100

0%

3,643

移住施策に取り組む市町への県外からの移
住件数（世帯）

（2018）
117

（2019）
120

160 180 200 200 200
60%
★★★

168

市町空き家バンクにおける空き家売買等の成
約件数（件）

（2018）
77

（2018）
77

80 100 100 100 100
100%

★★★★★
133
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人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 

総合戦略の実施状況 

Administrator
スタンプ



■人口に関する目標 

 

■人口の動向（2020 年） 

 

➢ 若い世代の結婚、出産、子育てや就学・就労の希望をかなえることで、合計特殊出生率

が、令和 42年(2060年)までに国民希望出生率とされる 1.8 程度まで向上するよう取

り組みます。 
  

➢ また、大都市圏からの（若い世代を中心に）転入者を増やすことなどにより、県全体の社

会増減が、令和７年（2025年）にプラス（社会増）となるよう取り組みます。 
 

➢ こうした取組により、将来的な総人口として、令和 22年(2040年)に約 134万人、令

和 42年(2060年)には約 119万人を確保することを目指します。 

・総人口は、2013 年の約 142 万人がピークで、2015 年以降は約 141.3 万人でほぼ横ば

い。（外国人を含む） 

⇒国勢調査（2020 年）では、前回（2015 年）から 0.05％の増加。 

・社会増減は、社会増が続いていたが、2013 年以降は社会減が続いている。 

・自然増減は、少子高齢化に伴い、2016 年以降は自然減が続いている。 

資料：総務省「国勢調査」、「人口推計」、「住民基本台帳人口移動報告」、厚生労働省「人口動態統計」 
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 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略 

 
１ 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略 

 本県の人口も、平成 25年（2013 年）に減少局面に入り、国立社会保障・人口問題研究所の推計による

と、このまま出生数が減少し、若い世代の流出が続いた場合、令和 27 年（2045 年）には本県の人口は約

126 万３千人まで減少するとともに、県人口に占める 65 歳以上の人口割合（高齢化率）も 36.8％まで上

昇するとされています。 

こうしたことから平成 27年（2015 年）に「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」を策定し、

人口目標と今後目指すべき豊かな滋賀の将来像を提示するとともに、その将来像を実現するために 19 の

プロジェクトを展開しました。５年間の計画期間を迎えたことから、令和２年（2020 年）に第２期とな

る「人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略」を策定し、すべての世代が、自分らしく健

康的で幸せを感じながら、滋賀の地で安心して暮らすことができ、また社会や産業の仕組みが変わる中に

あっても、新しい時代に対応した仕事や働き方を通じて夢や希望がかなえられ、ともに地域づくりを担っ

ていく、そんな活力ある地域社会を目指して３つの基本政策に基づいて取組を進めてまいります。 

 
２ 基本的な考え方 

（１）基本政策 

  目指す将来像を実現するため、次の３つの基本政策のもと、人口減少の緩和に加えて、人口減少の時

代に柔軟に適応した活力ある地域づくりに留意した戦略をＳＤＧｓの理念とともに、経済、社会、環境

の調和を図りつつ展開します。 
    基本政策１ 
     みんなで応援する結婚・出産・子育てと人生 100 年時代の健康しがの実現 
    基本政策２ 
     次代に向かう産業の活性化と多様で魅力ある働く場の創出 
    基本政策３ 
     様々な人々が集い、琵琶湖と共生する魅力的な滋賀づくりと次世代への継承 
 （２）重視する視点 

     ①若い世代への支援と転入の拡大 
     ②Society 5.0 を見据えた産業の振興 
     ③誰もが活躍できる共生社会の実現 
     ④「関係人口」等の創出・拡大 
     ⑤人口減少が進む地域への対応 
 
３ 計画期間 

  令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間 

 

４ 進捗管理について 

総合戦略において目指す姿の実現に向け、総合戦略のモニタリング指標一覧により、県の状況を毎年

度把握するとともに、総合戦略の重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況を毎年度評価し、その後の政

策展開に反映します。 
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５ 進行管理の方法 

 （１）総合戦略で定める重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

  ア 2024 年度目標の達成に向けて、数値の増加または減少を目指す目標に係る進行管理については、 

「達成率」により、それぞれ次の６段階で進捗を把握する。 

 

評価区分  ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ － 

達成率 20％未満 
20％～ 

40％未満 

40％～ 

60％未満 

60％～ 

80％未満 

80％～ 

100％未満 
100％ 集計中 

 
［達成率の算出方法について］ 

総合戦略における初年度（2020 年度）の前年度（2019 年度）実績（前年度実績が把握できないも

のは、前年度以前に把握できた最新の実績）を基準に、2024 年度の目標値に対する達成率を表して

いる。 

 

（ア）目標が数値の増加を目指すものは、(実績－基準)／(目標－基準)×100 

（イ）目標が数値の減少を目指すものは、(基準－実績)／(基準－目標)×100 

 

※ 達成率がマイナスとなったものについては「0％」、100 を超えたものについては「100％」

としている。 

 

   イ 上記ア以外の目標に係る進行管理については、各年度における目標値に対する実績値の達成状況

により、「達成」または「未達成」で評価する。 

 

（２）総合戦略に定める基本政策ごとの目標の達成に向けて行う主な事業の「事業目標」 

  総合戦略に定める基本政策ごとの目標の達成に向けて行う主な事業ごとに「事業目標」を設定しており、

年度目標を達成したものは「Ａ」、未達成のものは「Ｂ」、数値を集計中のものは「Ｎ」と表している。 
 
（３）総合戦略の指標による県の状況の把握（モニタリング） 

総合戦略の目指す姿の実現に向け、県の状況について把握する指標を定めており、総合戦略の策定前の

2019 年度(2019 年)から 2020 年度（2020 年）への増減を表している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Ⅱ 2020 年度における総合戦略の進捗状況の概要 
 
 

  総合戦略に基づく県の取組を着実に進める上で、３つの基本政策ごとに計 39 の目標を設定している。

39 の目標のうち、2024 年度目標に対する達成率で評価するものが 36、各年度における「達成」、「未達成」

で評価するものが３つとなっている。 

  総合戦略初年度である 2020 年度においては、2024 年度目標に対する達成率で評価する 36 の目標につ

いて、４つの目標で達成率が 100％以上（進捗度★★★★★）、４つの目標で達成率が 60％以上 80％未満

（進捗度★★★）、４つの目標で達成率が 40％以上 60％未満（進捗度★★）、10 の目標で達成率が 20％以

上 40％未満（進捗度★）、11 の目標で達成率が 20％未満（進捗度星なし）、集計中が３つという結果とな

った。22 の目標で１年目の目安である達成率 20％以上となる一方で、11 の目標（全体の 33.3％（集計中

の３件を除く））で達成率が 20％未満となっている状況である。 

  各年度における「達成」、「未達成」で評価する３つの目標については、「達成」が１つ、「未達成」が２

つとなった。 

  また、総合戦略に定める基本政策ごとの目標の達成に向けて行う主な事業ごとの「事業目標」について

は、48 事業で目標を達成（全体の 53.3％（集計中の 12件を除く））している。 

  今後は、こうした「総合戦略に定める政策ごとの目標」や、その達成に向けて行う主な事業ごとの「事

業目標」の結果、外部環境の変化等を踏まえながら、課題を抽出することにより、今年度の施策の一層の

効果的な展開と、次年度の施策構築に的確につなげていくことが必要である。 

  特に、新型コロナウイルス感染症の拡大は、医療現場や経済活動への影響だけでなく、新たな生活様式

や価値観の広がり、自然環境に対する意識の高まりなど、様々な外部環境の変化をもたらしている。 

  2020 年度の進捗状況をみると、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、基本政策および事業の目標

値を下回るものも複数見られた。一方で、一部の事業ではＩＣＴを活用することにより、目標を達成した

ものもあった。今後は、そのほかの事業でも既存の取組の見直しやＩＣＴ活用を含む新たな手法の活用な

ど、コロナ危機を乗り越えていくための対応を進め、総合戦略で描く 2040 年頃の目指す姿の実現に向け

た取組を進めていく。 

  なお、総合戦略の着実な実施に向け、県の状況を把握するため 24 のモニタリング指標を設定しており、

その状況は「Ⅳ 総合戦略のモニタリング指標に基づく状況把握」のとおりであった。指標については、

経年変化を見ていく必要があることから、今後その推移を把握していく。 

  



4 
 

１ 総合戦略に定める基本政策ごとの目標 2024 年度における進捗状況の概要 

 

 
２ 総合戦略に定める基本政策ごとの目標の達成に向けて行う主な事業 

2020 年度事業目標の進捗状況の概要 

Ａ：年度目標達成 Ｂ：年度目標未達成 Ｎ：数値を集計中 

 

20％
未満

20～
40％未満

40～
60％未満

60～
80％未満

80～
100％未満

100% 集計中

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ―

１）
子どもを安心して生み育て、子どもの健や
かな育ちを支える社会づくり

3 1 0 1 1 0 0 0 0 0

２）
子どもがたくましくしなやかに生きる力を身
に付けるための教育

3 1 0 0 0 0 0 2 0 0

３） 人生１００年時代の健康しがの実現 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0

１） 成長市場・分野を意識した産業創出・転換 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0

２）
生産性の向上や高付加価値化等による力
強い農林水産業の確立

6 1 3 0 1 0 0 1 0 0

３） 人材確保・育成と経営の強化 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0

４） 誰もが働き、活躍できる環境の整備 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1

１） 訪れる人・関わる人の創出 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0

２） 暮らしを支える社会づくり 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0

３）
森・川・里・湖の多面的価値を未来へと引き
継ぐ地域づくり

5 0 2 1 0 0 1 0 0 1

39 11 10 4 4 0 4 3 1 2合計

目標数
（ＫＰＩ）

達成率

2024年度目標に対する達成率で評価するもの
達成・未達成
で評価するもの

達成 未達成

基本政策 基本的方向性

1
みんなで応援する結婚・出
産・子育てと人生１００年時代
の健康しがの実現

2
次代に向かう産業の活性化
と多様で魅力ある働く場の
創出

3
様々な人々が集い、琵琶湖
と共生する魅力的な滋賀づ
くりと次世代への継承

基　　　本　　　政　　　策

Ａ Ｂ Ｎ

１）
子どもを安心して生み育て、子どもの健や
かな育ちを支える社会づくり

13 14 4 9 1

２）
子どもがたくましくしなやかに生きる力を
身に付けるための教育

7 9 1 3 5

３） 人生１００年時代の健康しがの実現 8 10 6 4 0

１） 成長市場・分野を意識した産業創出・転換 3 3 3 0 0

２）
生産性の向上や高付加価値化等による力
強い農林水産業の確立

6 8 3 2 3

３） 人材確保・育成と経営の強化 11 15 9 6 0

４） 誰もが働き、活躍できる環境の整備 4 5 1 3 1

１） 訪れる人・関わる人の創出 8 8 4 4 0

２） 暮らしを支える社会づくり 12 13 10 3 0

３）
森・川・里・湖の多面的価値を未来へと引き
継ぐ地域づくり

16 17 7 8 2

88 102 48 42 12合計

目標数

評価

1
みんなで応援する結婚・出産・子
育てと人生１００年時代の健康しが
の実現

2
次代に向かう産業の活性化と多様
で魅力ある働く場の創出

3
様々な人々が集い、琵琶湖と共生
する魅力的な滋賀づくりと次世代
への継承

基　　　本　　　政　　　策

事業数

基本政策 基本的方向性
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Ⅲ 基本政策の進捗状況 

 
基本政策１ みんなで応援する結婚・出産・子育てと人生 100 年時代の健康しがの実現 

【政策の目指す姿】 

■  年齢、性別、病気・障害の有無、国籍などにかかわらず、誰もが生涯、自分らしく、からだ

もこころも健やかな生活を送ることができるようになっています。 

■  多様な働き方とともに、結婚・出産・子育て、介護、学びなどの希望をかなえることができ、

仕事や家庭、地域での役割、余暇の過ごし方などを通して、幸せを感じ続けることができてい

ます。 

 

 

基本的方向性１） 子どもを安心して生み育て、子どもの健やかな育ちを支える社会づくり 

 〇 出会いから結婚・出産・子育てまで切れ目のない支援として、若者・子育て世代の雇用の確保、

仕事と家庭の両立支援、思春期・妊娠期における健康教育の充実など、子どもを安全・安心に生

み育て、子どもの育ちを支え、命を見守る環境づくりを地域全体で進めます。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に

対する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

保育所・認定こども園等利用定

員数（人） 

（2018） 

58,562 

（2019） 

59,590 

60,058 61,076 61,355 61,322 61,500 
72.3% 

★★★ 
60,971         

地域子育て支援拠点数（カ所） 
（2018） 

88 

（2018） 

88 

88 87 89 90 90 

0% 

87         

淡海子育て応援団等の地域協力

事業所数（カ所） 

（2018） 

1,795 

（2019）

1,979 

1,880 2,220 2,280 2,340 2,400 
42.5% 

★★ 
2,158         

 

【評価】 

・ 市町の保育ニーズに対応した認定こども園等の施設整備を支援することにより、1,381 人分の定員の

拡充を行った。一方で、保育士不足等により定員まで児童を受け入れることができず、令和２年(2020

年）4月 1日時点の待機児童数は 495 人と前年より 36人増加した。 

・ 社会全体で子育てを応援する機運の醸成を進めるため、子育てを応援するサービスの実施を賛同する

企業等に働きかけ、新たに 179 か所を「淡海子育て応援団」として登録した。また、農業者等それぞ

れの地域で様々な体験の場づくりを行う人々を子ども食堂等につなぐなど滋賀ならではの子どもの

居場所づくりを促進し、その結果、コロナ禍にもかかわらず、子ども食堂の開設数は 142 か所となっ

た。 
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・ コロナ禍を過ごした子どもたちの声をもとに、子どもたちの笑顔を増やすための新しい行動様式「す

まいる・あくしょん」を策定し、普及・啓発を図った。 

 

【課題、今後の対応】 

・引き続き、待機児童の解消を図るため、施設整備による受け皿の拡大や保育人材の確保に取り組み、保

育所等の利用定員の確保を図る。 

・引き続き、企業に子育てを応援するサービスの実施を働きかけ「淡海子育て応援団」への登録を促すと

ともに、子どもの居場所づくりに取り組む団体・事業者等を支援し、社会全体で子どもを育てる環境づ

くりを進める。 

・引き続き、子どもたちの笑顔を増やすための新しい行動様式「すまいる・あくしょん」の普及・啓発を

図る。 

 

 

基本的方向性２） 子どもがたくましくしなやかに生きる力を身に付けるための教育 

 〇 子どもの育ちを支える教育環境づくりを進めるとともに、「滋賀ならではの学び」を大切にしな

がら、「読み解く力」の育成に重点をおいた「学ぶ力」の向上を図ることにより、「夢と生きる力」

を育みます。また、地域のつながりの希薄化や家庭環境の多様化が進む中、子ども一人ひとりを

社会全体で支え、育む環境づくりを進めます。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に

対する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

「全国学力・学習状況調

査」における県の平均正

答率の全国との差（ポイ

ント） 

（各年４月実施） 

（2019） 

小国 ▲2.8 

小算 ▲1.6 

中国 ▲2.8 

中数 ▲2.8 

（2019） 

小国 ▲2.8 

小算 ▲1.6 

中国 ▲2.8 

中数 ▲2.8 

小国▲1.3 

小算▲2.0 

中国▲0.8 

中数▲0.2 

小国▲0.8 

小算▲1.5 

中国▲0.3 

中数＋0.3 

小国▲0.3 

小算▲0.5 

中国＋0.2 

中数＋0.8 

小国＋0.2 

小算±0.0 

中国＋0.7 

中数＋1.0 

小国＋0.7 

小算＋0.5 

中国＋1.0 

中数＋1.0 
- 

調査未実施         

「自分には、よいところ

があると思いますか」に

肯定的に回答した児童

生徒の割合（％） 

（各年４月調査） 

（2019） 

小 81.5 

中 71.2 

（2019） 

小 81.5 

中 71.2 

小 85.8 

中 77.0 

小 86.2 

中 78.0 

小 86.6 

中 79.0 

小 87.0 

中 80.0 

小 87.0 

中 80.0 

- 

調査未実施         

学校運営協議会を設置

する公立学校の割合

（％） 

（各年度末） 

（2019） 

40.9 

（2019） 

40.9 

50.0 60.0 70.0 80.0 80.0 

14.3% 

46.5         
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【評価】 

・ 令和２年度（2020 年度）は「全国学力・学習状況調査」は未実施となり、県の平均正答率と全国との

差、「自分には、よいところがあると思いますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合については、

得られていない。 

・ 学校運営協議会については、令和２年度には新たに 20 校で設置されたが、コロナ禍で設置に向けた

準備委員会や体制づくりが困難となり、設置を令和３年度（2021 年度）以降に延期した学校もあるな

ど、設置率は年次目標を下回った。 

 

【課題、今後の対応】 

・ 習熟度別学習の推進などによる子ども一人ひとりの学びに着目した指導を推進する。また、学校訪問

を行い、県内全ての学校で「読み解く力」の育成につながる授業が実践されるよう、令和 2年度に作

成した教員向け映像資料やリーフレット等を活用して全小中学校で指導方法の普及などに取り組み、

子どもたちの「学ぶ力」を高め、確かな学力の向上を図る。さらに、日常の授業はもとより、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大等やむを得ず登校できない場合であっても学びを保障するため、ＩＣＴの

有効活用を図っていく。 

・ 「地域とともにある学校づくり」を一層進めていくにあたり、学校運営協議会の量的拡大とともに質

的充実を図るため、校種や取組段階に応じた研修会の開催やアドバイザーの派遣を通して、学校や各

市町の実情に応じたきめ細かな支援を行うとともに、学校運営協議会と地域学校協働本部との連携の

推進に努める。 

 

 

基本的方向性 ３） 人生 100 年時代の健康しがの実現 

〇 人生 100 年時代において、誰もが生涯にわたり、からだもこころも健康で、文化やスポーツな

どを通じて、自分らしく生きがいを持ち、地域の担い手として活躍できる「健康しが」を実現す

ることで、人口減少社会における人材不足を補うとともに、高齢者にとっても健康づくりやフレ

イル（加齢に伴う心身の活力の低下）対策にもつながるように、健康寿命の延伸や自分の能力を

発揮できる地域づくりを進めます。 

〇 また、子ども・障害者・高齢者・生活困窮者など制度の枠組みを超えて、医療や介護が必要と

なっても安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができる、住民主体の包括的な支援体制づ

くりを推進します。 

〇 来るべき超高齢・多死社会を見据え、一人ひとりが満足な生を送り、（ＱＯＬ：クオリティ・オ

ブ・ライフ）、また、満ち足りた人生の最期を迎えること（ＱＯＤ：クオリティ・オブ・デスもし

くはダイイング）ができるよう、本人の意思が尊重された形での療養や看取りの実現に向け環境

整備を図ります。 
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【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標

（KPI） 
策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に対する 

達成状況 2020 2021 2022 2023 2024 

がんの死亡率（75

歳未満の年齢調整死

亡率）（人口 10 万

対） 

（2017） 

64.1 

（2018） 

64.6 

前年より

減少 

前年より

減少 

前年より

減少 

前年より

減少 

前年より

減少 

達成 

(2019) 

62.3 
        

成人（男女）の週１

回以上のスポーツ実

施率（％） 

（2016） 

36 

（2019） 

44.1 

53 61 
男女とも

65%以上 

男女とも

65%以上 

男女とも

65%以上 22% 

★ 

48.7         

 

【評価】 

・ がんの年齢調整死亡率は、前年よりも減少し、目標を達成した。 

・ コロナ禍の中で、自宅内での体操やトレーニングをしている人の割合が増加したことなどにより、ス

ポーツ実施率は前年度より 4.6 ポイント上昇したが、東京オリンピックやプロスポーツチームの試合

などのスポーツイベントが中止・延期となったことから、「見る」「支える」といったスポーツの機会

が失われ、目標で掲げたような大幅な伸びにはつながらなかった。 

 

【課題、今後の対応】 

  ・ 本県のがんの死亡率（75 歳未満年齢調整死亡率）は減少傾向であり、かつ全国２位と良好な状況に

ある。これは、がん検診受診率とがん検診の質の維持向上、がん医療体制の構築とがん医療の進歩、

県民への情報提供の結果であると評価する。しかし、コロナ禍で受診やがん検診控えが懸念されてお

り、がん予防・早期発見の重要性を積極的に啓発し、検診も含めた受診勧奨を行うことが必要である。

また、がんの指定病院を中心に、質の高いがん医療の提供が出来るよう推進していく。 

・ 本県の成人の週 1回以上の運動・スポーツ実施率は、国の実施率（59.9％）よりも低位となっている。

特に、30 歳代～50 歳代の働き盛りの世代や女性の実施率が低くなっていることから、運動・スポー

ツに取り組めていないこれらの世代や女性を主な対象に、健康医療福祉部等と連携して気軽に取り組

めるウォーキングやコロナ禍でも安全に取り組むことができるオンライン運動教室等を開催し、運

動・スポーツの習慣化につなげる。 
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基本政策２ 次代に向かう産業の活性化と多様で魅力ある働く場の創出 

【政策の目指す姿】 

■  多様化・国際化が進む社会において、成長市場・成長分野を意識した産業の創出・転換や事

業展開等が進み、社会的課題の解決に向けた取組が広がるとともに、第４次産業革命を通じて

Society5.0 が実現しています。 

■  滋賀の成長を支える多様な産業と魅力ある雇用の場が創出され、多彩な人材の確保・定着が

進んでいます。 

 

 

基本的方向性１） 成長市場・分野を意識した産業創出・転換 

 〇 環境や社会への配慮、ICT、IoT、AI、ロボット技術、データ活用など第４次産業革命への対応、

成長市場や成長分野を意識した産業創出・転換、事業展開等を促進し、社会的課題の解決に向け

た取組を広げ、Society5.0 時代における滋賀の強みや成長を支える多様な産業と雇用を、企業や

大学、金融機関等とともに創出します。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に

対する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

滋賀をフィールドとした新たな実

証実験件数（件）※累計 
_ - 

4 8 12 

当初３か

年の成果

に基づき

検討 

当初３か

年の成果

に基づき

検討 

41.7% 

★★ 

5         

中小企業の新製品等開発計画の認

定件数（件） 

※（）書きが累計 

（2018） 

９ 

（2019） 

7 

8（15） 9（24） 9（33） 9（42） 9（51） 
38.6% 

★ 
19（26）         

本社機能、研究開発拠点、マザー

工場等の立地件数（件） 

※（）書きが累計 

（2018） 

５ 

（2019） 

４ 

4（8） 4（12） 4（16） 4（20） 4（24） 
30.0% 

★ 
6(10)     

 

【評価】 

・ グリーンリカバリー、デジタル化の促進、感染症対策等に資する実証実験を支援し、社会実装に向け

た取組の推進につながった。 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、既存商品の販売の伸び悩みや生産ラインの停止など、企業

を取り巻く状況が厳しくなる中で、新製品等の開発に取り組む意欲のある企業が多く見られた。 

・ 企業立地促進応援パッケージとして、企業のニーズや操業環境の課題に迅速に対応するサポート体制

である「滋賀県企業立地サポートセンター」および「企業立地サポートチーム」を令和２年度に設置
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し、本社機能移転促進プロジェクトや地域未来投資促進法等を活用することで、県内への本社機能、

研究開発拠点、マザー工場等の新増設の決定につなげることができた。 

 

【課題、今後の対応】 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年度は十分な実施期間が確保できなかったため、2021

年度は早期執行に努めるとともに、それぞれの取組内容の見える化により、県民へのわかりやすい執

行に努める。 

・ 人々の行動変容による需要の喪失、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、グリーンリカバリ

ー等、社会・経済情勢の変化に対応した新製品等の開発の促進を図るとともに、「環境・エネルギー」

をはじめとする社会的課題の解決に向けたビジネスマッチングを新たに実施することにより、オープ

ンイノベーションの創出を図る。 

・ 企業立地促進応援パッケージ（企業立地サポートセンター、企業立地サポートチーム、企業立地促進

補助金）の取組の推進により、企業の円滑な操業に向けた支援や県内製造業をはじめとした立地企業

の課題等へ対応するとともに、本社機能移転促進プロジェクトや地域未来投資促進法等の仕組みも活

用しながら、県内への新規立地や再投資を促進していく。 

 

基本的方向性２） 生産性の向上や高付加価値化等による力強い農林水産業の確立 

 〇 競争力のある担い手の確保・育成や需要に応じた生産への転換、ＩＣＴ等の先端技術の活用の

加速化等による生産性の向上や、琵琶湖をはじめとする自然に育まれた農林水産物のブランド力

の向上を目指します。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に

対する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

全国の主食用米需要量に占め

る近江米のシェア（直近３年平

均）（％） 

（2017） 

2.12 

（2018） 

2.10 

(2019) 

2.14 

(2020) 

2.15 

(2021) 

2.16 

(2022) 

2.17 

(2023) 

2.18 37.5% 

★ 
2.13         

「おいしが うれしが」キャン

ペーン登録事業者数（首都圏の

店舗）（店舗） 

（2018） 

100 

（2019） 

107 

110 115 120 125 130 
26.1% 

★ 
113         

県産材の素材生産量（㎥） 
（2018） 

78,800 

（2019） 

100,800 

120,000 131,000 142,000 144,000 147,000 
24% 

★ 
111,900         

園芸品目の産出額（億円） 
（2017） 

151 

（2018） 

141 

(2019) 

155 

(2020) 

157 

(2021) 

159 

(2022) 

161 

(2023) 

163 
0% 

133         
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近江牛の飼養頭数（頭） 
（2018） 

14,016 

（2019） 

14,411 

15,000 15,250 15,500 15,750 16,000 

― 

集計中     

オーガニック農業（水稲：有機

JAS 認証相当）取組面積（ha） 

（2018） 

131 

（2019） 

133 

190 240 300 300 以上 300 以上 
62.3% 

★★★ 
237         

 

【評価】 

・ 本県農林水産業を取り巻く状況は、人口減少・少子高齢化の進行や気候変動等に加え、新型コロナウ

イルス感染症の拡大により、大きく変化してきている。 

・ また、令和２年産米の食味ランキングにおいてコシヒカリが２年連続で「特Ａ」を取得したことに加

え、本県の環境こだわり農業の象徴である「オーガニック近江米」については、「玄米パックライス」

の商品化や「パンケーキミックス」試作による新規の需要開拓により、目標を上回るペースで作付面

積が拡大している。 

・ また、大都市圏における県産農畜水産物魅力発信の取組により、滋賀の食材を使用する「おいしが う

れしが」キャンペーン登録事業者数も順調に増加している。 

・ 一方、園芸品目については、豊作傾向による販売価格の下落等により産出額が減少しており、コロナ

禍の影響の表面化も一部懸念される状況となっている。また、近江牛や湖魚についても、消費動向の

変化について、より注意深く把握することが必要となっている。 

・ また、林業に関しても、「びわ湖材」の証明を行った素材生産量が、年次目標を達成しながら、近年

着実に増加しているが、県産材の素材生産量全体は昨年と同程度の実績にとどまっており、出荷先で

ある県外工場の受入制限等によって搬出計画の変更を余儀なくされるなど、新型コロナウイルス感染

症の拡大の影響が懸念される状況となっている。 

 

【課題、今後の対応】 

・ コロナ禍が長期化する状況を踏まえ、個別の分野ごとに必要な対応を行っていく。 

・ とりわけ米については、全国的に令和２年産米の消費が伸びず相対取引価格も下落傾向にあり、令和

３年産米価格の大幅な下落や在庫の積み上がりが予想されることから、令和３年度には「近江米生

産・流通ビジョン」(平成 30 年３月 近江米振興協会策定)の見直しを行うとともに、令和３年産米の

食味ランキングで「コシヒカリ」「みずかがみ」双方の「特Ａ」取得を改めて目指しながら、テレビ

CM 等による PRを行う。 

・ 園芸品目については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている生産者への支援を行うとと

もに、マーケットインの視点で産地育成を支援しながら、頻発する台風被害軽減に向けてハウス強靭

化等を引き続き進める。 

・ 近江牛についても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、インバウンドや外食需要が減少す

る一方、家庭内消費が増加するなど、消費行動の変化への対応が求められることから、地域内一貫生

産体制の強化による生産基盤強化対策に加え、ECサイトを活用した販売や効果的な㏚による消費拡

大に取り組む。 
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・ また、湖魚については、販売先を特定の観光・外食産業等に強く依存する流通形態の脆弱さが明らか

となったことを踏まえ、漁業組織の販売スキル強化と流通業者との連携による新たな流通の構築を進

める。 

・ こうした滋賀の魅力ある食材を県内外および海外に継続的に発信し、認知度向上と消費拡大を図るた

め、米の食味ランキング「特Ａ」取得や、地理的表示（ＧＩ）、健康長寿日本一、琵琶湖と共生する

農林水産業「琵琶湖システム」の日本農業遺産認定などを活用する。 

・ 併せて、令和３年４月１日に施行した「持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例」に沿って、ＣＯ

２削減にも寄与する環境こだわり農業やスマート農業の普及に取り組むほか、コロナ禍の影響を加味

して検討を進めてきた「滋賀県農業･水産業基本計画」の策定に取り組む。 

・ 加えて、森林については、昨今の輸入材製品の価格急騰と供給不足に伴う国産材製品の代替需要の高

まりを受け、今後、国産材へのシフトが進む見込みであり、素材生産の「川上」から、加工する「川

中」、加工された製品の幅広い利用を促す「川下」までの関係者が現状把握と情報共有を行い、一層

の県産材の増産と活用に取り組む。 

 

 

基本的方向性３） 人材確保・育成と経営の強化 

 〇 ものづくり産業やＩＣＴ技術など、将来の滋賀の産業や技術を支える人材を、県内外の大学や

高校等との連携のもとに育成するとともに、学生や既卒者をはじめとする若者やＵＩＪターン就

職希望者など多様な人材が県内企業等で働く魅力を直接体験できるインターンシップの充実強

化、さらにはプロフェッショナル人材の還流を図るなど、滋賀で働く人材を確保します。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に

対する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

しがジョブパークを利用した若者の就

職者数（件） 

（2018） 

1,420 

（2018） 

1,420 

1,675 2,200 2,200 2,200 2,200 
70.3% 

★★★ 
1,968         

滋賀県女性活躍推進企業認証数（社） 
（2018） 

205 

（2019） 

244 

220 270 280 290 300 
33.9% 

★ 
263         

新規就農者定着率（就農３年後）（％） 
(2017) 

75 

(2018) 

74 

79 80 81 81 81 
100% 

★★★★★ 
89         

滋賀県事業承継ネットワークからの専

門家派遣を通じた事業承継計画策定件

数（件） ※（）書きが累計 

（2018） 

1 

（2019） 

10 

15(25) 20(45) 25(70) 25(95) 
25(120

) 
8.2% 

9(19）     
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介護職員数（人）  

※標本調査による推計値 

（2017） 

19,200 

（2018） 

18,579 

(2019) 

20,500 

(2020) 

21,000 

(2021) 

21,600 

(2022) 

22,200 

(2023) 

22,800 39.1% 

★ 
20,233         

 

【評価】 

・ しがジョブパークにおいて、若者を対象にきめ細かな就職支援を行いつつ、企業に向けた人材確保支

援にも取り組むことにより、若者の県内企業への就職促進につながった。また、滋賀県外国人材受入

サポートセンターにおいて、人材不足に直面する県内企業が外国人材を円滑に受入できるよう必要な

支援を実施するなど、滋賀の産業を支える人材の確保に向けて取組を進めることができた。 

・ 新規就農者の定着率や農林水産業への就業に関する講座への参加者数については、前年度を上回る実

績により目標を達成しているほか、女性農業者間のネットワークも、交流会開催や「しが農業女子

100 人プロジェクト」の側面的支援により、強化を図ることができた。 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、事業を継続することに注力する事業者が増加し、事

業承継に取り組む事業者が減少したが、商工会や商工会議所等の関係機関と連携しながら県内事業者

の活性化施策に取り組むとともに、課題とされている事業承継に関しては「滋賀県事業承継ネットワ

ーク」を運営し、中小企業の経営者に向けて事業承継の取組の重要性を喚起を行い、また、支援が必

要な事業者に対し専門家の派遣等により、事業承継計画の策定を行うことができた。 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、大きな影響を受ける中小企業等に対し、新型コロナウイル

ス感染症対策経営力強化支援事業等により支援を行い、事業継続に向けた取組を支えることができた。 

・ 介護職員の確保・定着については、各種の取組により、目標値には到達しなかったものの前年度から

増加するとともに、介護現場の ICT 化や介護ロボットの導入支援等により職員の負担軽減と業務の効 

率化を進めることができた。 

 

【課題、今後の対応】 

・ 有効求人倍率が急激に落ち込み、雇用への不安が高まりつつある中、しがジョブパーク、シニアジョ

ブステーション滋賀および滋賀マザーズジョブステーションの各機関による相談対応を強化しつつ、

県民・事業者に寄り添った県独自の雇用対策を進めていく必要がある。 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内中小企業等は引き続き厳しい経営環境に置かれている

ことから、資金繰りや経営力の強化等、事業継続に向けた取組の支援を引き続き行い、また、売上増

加に向けた伴走型支援が行われるよう、商工会・商工会議所の相談体制の強化を行う。さらに、事業

承継に係る案件の掘り起こしを行う事業承継推進員の設置や、「滋賀県事業承継・引継ぎ支援センタ

ー」と連携し、後継者候補を探す期間を設けた承継支援に取り組んでいく。 

・ 介護職員の確保・定着については、多様な人材の参入促進のため、介護の仕事の魅力発信の取組強化、

シニア層をはじめ介護未経験者への研修実施や資格取得支援、国際介護・福祉人材センターを通じた

外国人介護人材の受入促進を一層進めるとともに、引き続き介護現場の ICT 化や介護ロボットの導入

支援等による職場環境改善、定着支援等を推進していく。 
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基本的方向性４） 誰もが働き、活躍できる環境の整備 

 〇 働きやすい職場環境づくりを目指す中小企業への支援などにより、誰もが滋賀で働き、ワーク・

ライフ・バランスを保ちながら活躍できる環境を整備することで、若者をはじめ女性や中高年齢

者、障害者、外国人など、多様な人材の活躍を推進します。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に対

する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業

の割合（％） 

（2018） 

76.8 

（2019） 

79.7 

80.2 81.9 83.6 84.3 85.0 
51.4% 

★★ 
81.5         

ハローワークの支援による障害者の就職

件数（件） 

（2018） 

1,278 

（2019） 

1,425 

1,390 1,460 1,530 1,600 1,670 

0% 

1,187         

滋賀マザーズジョブステーションの相談

件数（件） 

（2018） 

5,921 

（2019） 

6,019 

5,700 5,700 5,700 5,900 5,900 

未達成 

5,673         

滋賀マザーズジョブステーションの就職

件数（件） 

（2018） 

1,001 

（2019） 

985 

950 960 970 980 990 

0% 

888         

滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企

業の登録企業数（従業員数 100 人以下の

企業）（社） 

（2018） 

555 

（2019） 

589 

620 660 700 715 730 

8.5% 

601         

 

【評価】 

・ 滋賀マザーズジョブステーションの相談件数は、緊急事態宣言の発令に伴う４月・５月の閉所により、

また滋賀ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録企業数は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影

響により、事業の継続に注力された中小企業が多かったことにより、それぞれ下回ったが、総じて、

働き・暮らし応援センター、シニアジョブステーション滋賀、滋賀マザーズジョブステーション等を

通じて、それぞれの対象の方に寄り添った就労支援等を行い、働く意欲のある誰もが、自身が持つ知

識やスキル等を活用して活躍ができるよう、各種情報や支援等をワンストップで提供し、着実に就労、

就職に結び付けることができた。 

・ 県内中小企業のワーク・ライフ・バランスや働き方改革について、関係機関との連携による周知・啓

発により理解を深めるとともに、働き方改革に取り組む中小企業の魅力を発信すること等を通じて関

心を高めることができた。 
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・ 職業能力開発施設における技能習得機会の提供により、一時的に離職された方の就職・就労に結びつ

けることができた。 

 

【課題、今後の対応】 

・ コロナ禍の長期化による雇用への不安を解消しつつ、年齢、性別、病気・障害の有無などに関わらず、

誰もが希望に応じて活躍できるよう、多様な就業機会を確保・充実していくとともに、滋賀労働局等

関係機関とも連携しながら出張相談やオンライン相談等、希望者の多様なニーズに応えられる相談支

援体制を構築していく。 

・ また、誰もが働きやすい社会に向けた取組の一つとして、新型コロナウイルス感染症対策を契機に関

心が高まっているテレワークやフレックスタイム制などの時間や場所の制約を受けにくい柔軟で多

様な働き方を推進していく。 

・ 社会・経済情勢の変化によるニーズの変化を的確に捉え、職業能力開発施設におけるカリキュラム・

訓練課題等の見直し、誰もがいつでも学び直しや再挑戦がしやすい環境づくりを推進していく。 
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基本政策３ 様々な人々が集い、琵琶湖と共生する魅力的な滋賀づくりと次世代への継承 

【政策の目指す姿】 

■  地域の価値や魅力が県内外で共有され、地域に集う人や企業が、その魅力を維持・向上させ

るとともに、農山村地域と地方都市部のいずれにも、人・モノ・資金・情報が循環し、自然と

共生した持続可能な地域づくりが進んでいる。 

■  ソフトとハードの両面から、地域の特性に配慮した社会インフラの整備・維持管理とその担

い手の確保・育成や、移動・交通の仕組みづくりが進み、これまで以上に安全・安心な暮らし

や産業活動を支えています。 

 

基本的方向性１） 訪れる人・関わる人の創出 

 〇 琵琶湖とその水源となる森林、河川など豊かな自然環境、美しい田園風景、様々な文化財、戦

国武将、忍者、地域の食や伝統的工芸品等、滋賀県ゆかりの素材やストーリー、さらに滋賀の暮

らしそのものについて、市町や民間等と連携してさらに魅力を高め、情報発信拠点「ここ滋賀」

や「ビワイチ」でつなぎ、国内外に発信します。また、これらを滋賀ならではの地域資源として

有効活用し、インバウンドの促進はもとより、オンラインでの交流も含めた関係人口の拡大、さ

らには滋賀への移住者の増加につながる環境づくり・地域づくりに向けて多様な主体とともに取

り組みます。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に対

する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

延宿泊客数（万人） 
（2018） 

399 

（2019） 

408 

430 440 450 460 470 

0% 

242         

延観光入込客数（万人） 
（2018） 

5,254 

（2019） 

5,404 

5,700 5,850 6,000 6,050 6,100 

0% 

3,643         

移住施策に取り組む市町への県

外からの移住件数（世帯） 

（2018） 

117 

（2019） 

120 

160 180 200 200 200 
60% 

★★★ 
168         

市町空き家バンクにおける空き

家売買等の成約件数（件） 

（2018） 

77 

（2018） 

77 

80 100 100 100 100 
100% 

★★★★★ 
133         

 

【評価】 

・ 大河ドラマの放送など、本県の観光にとって千載一遇の年であったにも関わらず、新型コロナウイル
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ス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言による移動の自粛等の影響により、春頃の観光入込客数は大幅な

減少となった。新型コロナウイルス感染症が一定落ち着いた令和２年７月以降は、観光需要の回復に

向けて「今こそ滋賀を旅しよう！」宿泊周遊キャンペーン事業の実施や、観光キャンペーン「戦国ワ

ンダーランド滋賀・びわ湖」において安全安心な観光プログラムを展開することなどにより、秋以降

の観光入込客数は一定程度回復した。しかしながら、通年としては新型コロナウイルス感染症の影響

を大きく受け、令和２年（2020 年）１月～12 月の延観光入込客数は 3,643 万人と、前年比 1,761 万

人減の大幅な減少となった。 

・ 移住件数については、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による対面相談等の制約はあったもの

の、オンラインの活用等で事業展開を工夫し、地方への移住機運を捉え、年次目標を達成することが

できた。 

・ 空き家の流通促進に係る情報共有等の推進を図ることや、県域業界団体で構成する協議会による市町

空き家バンク等への支援等の取組により、市町空き家バンクにおける売買等の成約件数の増加に寄与

した。 

 

【課題、今後の対応】 

・ 近年、本県の観光入込客数は順調に増加してきたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い令和２

年の観光入込客数は対前年比で大幅に減少するなど、県内観光関連産業は非常に厳しい状況となって

いる。コロナ禍の長期化により、これまでのように特定の時期、場所に旅行者が集中し、単に消費す

るだけという従来の観光スタイルは変化し、より安全安心を求めるスタイルに変化するとともに、観

光へのニーズが多様化している。 

・ コロナ禍を経験し、変化する観光客のニーズや新型コロナウイルス感染症の収束後を見越した観光振

興のあり方について、迅速かつ柔軟に検討することが必要となっていることから、『「健康しが」ツー

リズムビジョン 2022』における本県観光の「現状」「強み」「弱み」を踏まえ、これまで以上に強みに

なる点や課題となる点等を「再検証」し、観光関連事業者、行政、地域住民等が一丸となって観光振

興に取り組んでいく際の羅針盤となる、新たな観光に関するビジョンを再構築していく。 

・  移住促進については、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会の変化を滋賀の魅力発信の新たな

機会として前向きに捉え、対面を伴わない事業実施等の工夫をしながら取り組むとともに、「関係人口」

の創出・拡大の観点から、本県における体験価値を数多く提供することにより、県外人材を活用した

地域づくりの取組を進めていく。 

・  これらの取組を通じて得られた実績や知見をもとに、県内各地域の実情を踏まえた先導的な取組モデ

ルづくりにつなげていく必要がある。 

・ 将来の世帯数減少を踏まえると空き家の増加が見込まれることから、今後は、住宅のライフサイクル

に応じた重層的な取組を行うことにより、さらなる空き家の流通促進に繋げていく。 

 

 

基本的方向性２） 暮らしを支える地域づくり 

 〇 防犯や福祉など、自分たちの身近な暮らしを自分たちで支える、地域の特性に合ったコミュニ

ティづくりや地域を支える人づくりを支援します。 

 〇 京阪神への通勤・通学の利便性が高く、豊かな歴史・文化に恵まれ、琵琶湖をはじめとする水

辺空間や里山のような緑豊かな地域が共存する本県の特徴を活かし、駅周辺や文化・商業エリア
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など人々が集う公共空間の魅力向上や緑地の保全、公園整備を進めるとともに、子どもの健やか

な育成を支える遊び場・憩いの場を創出することにより、暮らしの質の向上や、子育てのしやす

さにつながる健康的な生活環境の実現を図ります。また市町や交通事業者と連携して、まちづく

りと一体となった地域交通ネットワークの再構築に取り組みます。 

 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に対

する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

立地適正化計画の策定公表

数（計画）※累計 

（2018） 

5 

(2019) 

7 

7 8 9 10 11 

0% 

7         

県東部の交通軸（近江鉄道

線）の利用者数（人／日） 

（2016） 

12,864 

（2018） 

13,228 

（2019） 

12,930 

(2020） 

13,000 

（2021） 

13,070 

（2022） 

13,230 

（2023） 

13,320 
0% 

（2019） 

13,006 
        

県全体のバス交通の利用者

数（人／日） 

（2016） 

58,016 

（2017） 

58,695 

（2019） 

58,310 

（2020） 

58,600 

（2021） 

58,890 

（2022） 

59,180 

（2023） 

59,583 100% 

★★★★★ （2019） 

64,301 
        

 

【評価】 

・ 近年の人口減少、少子高齢化、市街地拡散等を背景として、都市を取り巻く環境が大きく変化してい

ることから、住居や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交通のとの

連携により、「コンパクト＋ネットワーク」のまちづくりを推進するために、市町においては「立地適

正化計画」の策定が必要であり、県においては、市町の立地適正化計画策定を促進するとともに、様々

な社会経済情勢等の変化に対応するため、県の都市計画のあり方を示す「滋賀県都市計画基本方針（仮

称）」を令和３年度（2021 年度）に策定する。 

・ 令和２年度（2020 年度）は、県内全市町の担当部長や庁内関係課長等からなる検討会議ならびに有識

者会議において、県全体の都市計画のあるべき姿について丁寧に議論を行いながら基本方針素案の前

段階である骨子案を作成し、庁内での議論、並びに常任委員会、都市計画審議会および市長会議にお

いて報告を行った。基本方針素案については、市町、庁内および常任委員会等の意見を踏まえ 3月中

に作成を行った。 

・ 近江鉄道線については、コロナ禍の影響等による定期外利用者等の減少により利用者が減少した。 

・ 県全体のバス交通の利用者数について、令和元年度（2019 年度）は各事業者の利用促進の取組の結果、

前年度より増加しているが、主要バス事業者５社へのヒアリングによると、令和２年度（2020 年度）

の５月は対前年度比の約５割減となっており、新型コロナウイルス感染症の影響は非常に大きい。 
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【課題、今後の対応】 

・ 令和３年度（2021 年度）は、引き続き、県内市町、庁内各課、専門委員（有識者）等との関係機関調

整およびパブコメ等を行い、基本方針の策定を行う。 

・ 基本方針の策定により、県市町が一体となって連携を図りながら、同じ方向性を持って都市計画行政

を進めることが可能となり、結果として市町の「立地適正化計画」策定（改定）の促進につながる。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の経営環境は極めて厳しい状況にあり、地域の生活

に不可欠な公共交通の維持確保に向けた取組が必要。 

・ 交通事業者が実施する感染症対策への継続的な支援を行うとともに、令和３年（2021 年）９月策定予

定の「近江鉄道沿線地域公共交通計画」に基づき近江鉄道線の沿線地域が一体となって実施する利用

促進や利便性向上の取組など、公共交通の利用促進に取り組む。 

・ 社会に不可欠なインフラである地域公共交通を維持確保していくため、地域の特性に応じた公共交通

ネットワークとその支援のあり方を検討する。 

 

 

基本的方向性３） 森・川・里・湖の多面的価値を未来へ引き継ぐ地域づくり 

 〇 琵琶湖や里山、森林などの自然と共生してきた滋賀の暮らしを意識し、人と人、地域と地域の

つながりや生物多様性が未来に引き継がれるように、環境学習や環境配慮行動といった取組を拡

げるとともに、「三方よし」やＳＤＧｓの精神が息づく滋賀の持続可能な地域づくりに向けて、県

内外企業をはじめとした多様な主体の参画を促します。 

 〇 森林・林業・農山村を一体的に捉え、琵琶湖を取り巻く森林・農地が適切に管理されるととも

に、農山村の価値や魅力に焦点を当て、地域資源を活かしたモノやサービスなどによって経済循

環や県民全体との関わりをつくることで、農山村が活性化している姿（やまの健康）を実現しま

す。 

 〇 魅力ある農山漁村づくりを進め、美しい集落景観の保全とともに琵琶湖とその水源となる森林

や水田などの財産、地域の祭り、伝統的な生活文化の継承にもつなげます。 

 

【2024 年度目標に対する進捗】 

重要業績評価指標（KPI） 策定時 基準 

年次目標（上段）・年次実績（下段） 2024 年に

対する 

達成状況 
2020 2021 2022 2023 2024 

農地や農業用施設を共同で

維持保全している面積（ha） 

（2018） 

36,633 

（2019） 

35,746 

36,357 36,367 36,377 36,387 36,397 
32.3% 

★ 
35,956         

中山間地域等において多面

的機能が維持されている面

積（ha） 

（2018） 

1,736 

（2019） 

1,744 

1,765 2,300 2,450 2,460 2,470 
47.8% 

★★ 
2,091         

「やまの健康」に取り組むモ

デル地域数（件）※累計 

（2019） 

2 

（2019） 

2 

5 5 5 5 5 
100% 

★★★★★ 
5         
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琵琶湖南湖の水草繁茂面積

（㎢） 

(2018) 

13 

（2019） 

44.59 

望ましい状態 

20～30 ㎢ 

望ましい状態 

20～30 ㎢ 

望ましい状態 

20～30 ㎢ 

望ましい状態 

20～30 ㎢ 

望ましい状態 

20～30 ㎢ 
未達成 

44.23         

冬季ニゴロブナ当歳魚資源

尾数（万尾） 

（201８） 

507 

（2019） 

308 

600 650 700 700 700 
27.8% 

★ 
417         

 

【評価】 

・ 農地･水路等を維持管理する共同活動については、新型コロナウイルス感染症の影響により取組開始

を延期された集落があり目標値に達しなかったが、中山間地域等における農業生産活動を含め、取組

面積は増加し、担い手や優良な農地の確保、農業農村の持つ多面的機能の持続的な維持につながって

いる。 

・ 「やまの健康」については、市町説明会や団体・住民向け現地説明会等を何度も実施すること等によ

りモデル地域数の目標を達成できた。 

・ 琵琶湖南湖の水草については、夏になると大量に繁茂し、漁業や船舶航行の障害、腐敗に伴う悪臭の

発生など生活環境に加え、湖流の停滞や湖底の泥化など自然環境や生態系に深刻な影響を与えること

から、毎年、刈取と除去を実施しており、平成 29・30 年度（2017・2018 年度）の繁茂面積は、1950

年代の望ましい繁茂状態である 20～30 ㎢の範囲に収まったが、令和元年度（2019 年度）および令和

２年度（2020 年度）は気温や天候などの条件が重なり、その面積は目標を超え、44 ㎢程度まで拡大

した。 

・ 冬季ニゴロブナ当歳魚資源尾数は、2019 年、2020 年ともに年次目標に達しなかった。 

 

【課題、今後の対応】 

・ 高齢化や農業者の減少等により地域の共同活動や農業生産活動の継続が困難になるケースが増加して

いることから、説明会・研修会における集落等への丁寧な説明や優良事例の紹介等により、活動組織

の広域化や作業の省力化、多様な主体の参画等を促し、地域協働力の更なる強化を図り、農業農村の

持つ多面的機能が持続的に維持されるよう新型コロナ感染症対策に十分配慮しつつ更なる取組の定

着・拡大を図っていく。特に、過疎化・高齢化が急激に進み、獣害による被害が発生している中山間

地域については、多様な主体との協働活動を含め、地域の資源や魅力に着目した振興策を講じていく。 

・ 「やまの健康」については、地域の課題や住民を取り巻く状況、考え方は多様であり、また、地域活

動の担い手が不足する中で、そこに県がどのように関わり、いかに活動を継続させ成果を上げるのか

が課題である。このため、取組の３年目となる令和３年度予算では、事業の見直し（交付金の統合）

を行ったところであり、モデル地域での多様な活動を効果的にサポートできるよう、地方機関等を含

めた関係機関との協力関係の強化に取り組む。 

・ 琵琶湖やそれを取り巻く森、川、里が抱える課題は複雑化・多様化しており、その解決が喫緊の課題

であるため、水草対策やオオバナミズキンバイ等の外来生物対策、水源林の整備・保全、在来魚介類

の回復に向けた取組等を部局横断的に進めたが、一部の課題については解決の道半ばとなっている。

引き続き、これらの琵琶湖を「守る」取組を着実に行うとともに、琵琶湖漁業の振興の取組、林業成

長産業化を通じた森林資源の循環利用の取組など「活かす」取組を進め、琵琶湖活用の推進に向けた
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更なる検討を行うことにより、「守る」ことと「活かす」ことの好循環を創出していく必要がある。 

・ ニゴロブナ当歳魚では、近年、生残率および成長量の低下がみられ、このことが資源尾数の回復を妨

げている。生残率を低下させる要因の一つはオオクチバスによる食害であるため、引き続き効果的な

外来魚駆除を進める。資源回復の支障となっているその他の要因を明らかにするため、令和 3年度か

ら新たな調査事業に着手する。 
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Ⅳ  総合戦略のモニタリング指標に基づく状況把握 
 

 

  
2019 年 2020 年 増減 

総合戦略全体 

1 総人口（千人） 1,414 
（速報） 

1414 
0 

2-1 出生数（人） 10,627 
（概数） 

10,437 
▲ 190 

2-2 合計特殊出生率 (％) 1.47 
（概数） 

1.47 
0 

3-1 国籍別外国人人口の推移（ブラジル） （人） 9,209 9,039 ▲ 170 

.3-2 国籍別外国人人口の推移（中国） （人） 5,581 5,241 ▲ 340 

3-3 国籍別外国人人口の推移（韓国・朝鮮） （人） 4,467 4,322 ▲ 145 

3-4 国籍別外国人人口の推移（ベトナム） （人） 5,003 5,903 900 

3-5 国籍別外国人人口の推移（フィリピン） （人） 2,599 2,658 59 

3-6 国籍別外国人人口の推移（ペルー） （人） 1,525 1,514 ▲ 11 

3-7 国籍別外国人人口の推移（その他） （人） 4,611 4,399 ▲ 212 

4 県内総生産（実質） （百万円） 
6,612,171 

(2018 年) 
- - 

5 新設住宅着工戸数(件・戸) 9,178 9,237 59 

6 これからも滋賀県に住み続けたいと思う人の率（％） 75.4 80.4 5 

基本政策１：みんなで応援する結婚・出産・子育てと人生 100 年時代の健康しがの実現 

7 保育所待機児童数（人） 459 495 36.0 

8-1 育児休業取得率（男性）（事業所規模 30 人以上）（％） 4.1 14.5 10.4 
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8-2 育児休業取得率（女性）（事業所規模 30 人以上）（％） 97.1 94.6 ▲ 2.5 

9 フローティングスクール学習後に、考えを人に伝えることができた率（％） 79.7 79.6 ▲ 0.1 

10 
高校生３年間の間に１回以上、インターンシップ・職場体験に取り組む生

徒の割合（％） 
46.2 38.1 ▲ 8.1 

11-1 客観的健康寿命（日常動作が自立している期間の平均）（男性）（年） 
80.85 

（2018 年） 

80.4 

(2019 年) 
▲ 3.9 

11-2 客観的健康寿命（日常動作が自立している期間の平均）（女性）（年） 
84.34 

（2018 年） 

84.4 

(2019 年) 
0.1 

12 スポーツをめぐる環境や機会の満足度（％） 40.9 39.6 ▲ 1.3 

基本政策２：次代に向かう産業の活性化と多様で魅力ある働く場の創出 

13 
従業者１人当たりの付加価値額（百万円） 

（従業者 4 人以上の事業所） 

18.2 

(2018 年) 
- - 

14 農業産出額（億円） 
641 

(2018 年) 

647 

(2019 年) 
▲ 6.0 

15 耕地面積（ha） 
51,700 

(2018 年) 

51,500 

(2019 年) 
200 

16-1 県内大学・短大卒業者の県内就職者数（県内出身者）（人） 793 810 17.0 

16-2 県内大学・短大卒業者の県内就職者数（県外出身者）（人） 314 320 6.0 

17 障害者の実雇用率（％） 2.28 2.29 ±0 

18 外国人労働者数（人） 20,058 - - 

基本政策３：様々な人々が集い、琵琶湖と共生する魅力的な滋賀づくりと次世代への継承 

19 県内大学進学者数（人） 1,699 - - 

20 ふるさと納税寄附者数（人） 51 758 707 

21 交通事故死者数（人） 57 49 ▲ 8.0 

22 自主防災組織の活動カバー率（％） 88.8 90.8 2.0 
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23 林業産出額(千万円) 
107 

（2018 年） 

90 

(2019 年) 
▲ 17.0 

24 琵琶湖漁業の漁獲量（ﾄﾝ） 
770 

(2018 年) 

811 

(2019 年) 
41.0 

 

 

 

 

 

 



未婚率の上昇と晩婚化・晩産化の進行、不妊治療の増加

結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目ない支援

背景
(1) 未婚率の上昇 … 50歳時の未婚率(生涯未婚率)【滋賀県】

（1970年）男 1.35％、女 2.95％ →（2015年）男 18.25％、女 9.21％
(2) 晩婚化の進行 …   平均初婚年齢【滋賀県】

（1970年）男 27.2歳、女 24.1歳 →（2017年）男 30.7歳、女 29.2歳
(3) 晩産化の進行 … 第一子出生時の母の平均年齢【全国】 （1975年）25.7歳 →（2015年）30.7歳
(4) 不妊治療の増加 …  日本の夫婦の5.5組に１組が不妊の検査や治療を経験

50

60

70

80

90

100

男 性 女 性

％

未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」
と答えた者の割合

1987 1992 1997 2002 2010 20152005

男女とも９割程度で推移

交際相手がいない未婚者の割合

直近では男性７割、女性６割

（出生動向基本調査から作成） （人口動態統計から作成）

30

40

50

60

70

80

男性 女性

1987 2005 20152010200219971992

％
18～34歳の未婚者が調査対象

結婚をしない理由

男性 女性

１
位

適当な相手にめぐり
合わない(45.3％)

適当な相手にめぐり
合わない(51.2％)

２
位

まだ必要性を感じな
い（29.5％）

自由・気楽さを失い
たくない（31.2％）

３
位

結婚資金が足りな
い（29.1％）

まだ必要性を感じな
い(23.9％)

25～34歳の未婚者が調査対象
（2015年出生動向基本調査から作成）

男女とも「適当な相手にめぐりあわない」が
最も多い。

Administrator
スタンプ



1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

完結出生児数 合計特殊出生率

完結出生児数と合計特殊出生率の推移

完結出生児数はほぼ２で推移
合計特殊出生率は下落傾向

1.6

1.8

2

2.2

2.4

男性 女性

未婚者の平均希望子ども数

男女ともほぼ２で推移

（人口動態統計・出生動向基本調査から作成）

（人口動態統計から作成）

完結出生児数 ：結婚持続期間が15～19年の
夫婦の平均出生子ども数

（夫婦の最終的な平均出生子ども数）
合計特殊出生率：女性の各年齢の出生率を

過去から積み上げたもの
(未婚の女性も母数に含まれる)

夫婦の平均出生子ども数はほぼ２のまま
⇒一方で合計特殊出生率は減少傾向

（出生動向基本調査から作成）

理想の子ども数を持たない理由

育児負担

子育て・教
育にお金が
かかる

仕事に差
し支える

高齢で産
むのは嫌
だから

欲しいが
できない
から

健康上の
理由

心理的・肉体
的に耐えられ
ないから

予定：０人
理想：１人以上

(6.1%) 15.6% 6.5% 39.0% 74.0% 24.7% 9.1%

予定：１人
理想：２人以上

(39.2%) 43.8% 11.8% 42.4% 34.8% 17.5% 14.1%

予定：２人
理想：３人以上

(54.7%) 69.8% 18.7% 38.1% 9.8% 14.7% 21.0%

56.3% 15.2% 39.8% 23.5% 16.4% 17.6%

経済的理由 年齢・身体的理由

予定子ども数が理想子ども
数を下回る組み合わせ

・ 結婚、妊娠・出産への希望
を持つ方の希望を叶えるため
の環境づくり

・ 子育て世帯の負担感の軽減、
ニーズに応じた子育て支援

が必要！！

49歳までの有配偶者が調査対象

1.45



結婚 不妊治療 妊娠 出産 子育て

・出会いの場づくり ・滋賀で生まれてきてくれて
おめでとう、ありがとうの贈り物

・新婚世帯のインタ
ビュー記事

・結婚以降のライフ
イベントを考える
きっかけとなる情報

・結婚、妊娠・出産時
等に自治体等から受
けられる支援情報
を掲載

・結婚の希望を高め、負担感
を軽減するための情報発信

県主催のオンライン婚活イベント
の開催

SHIGA SMILE BABY PROJECT

・社会全体で出産・子育て
を応援しているメッセージ
・企業からの赤ちゃんの笑顔に
つながる贈り物をご自宅にお届け

結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目ない
支援情報を一元化してポータルサイト、アプリ
から情報発信！！

・妊活・不妊治療経験者による体験談の発表
・妊活当事者のおはなし会

結婚を考えるふたりのための
ライフデザインブック

・妊娠・出産期を含めた思春期からの相談体制の構築

・妊娠・不妊治療を取り巻く状況や
体験等の情報を共有する機会

・子育て・女性健康支援センターでの助産師による電話・来所・訪問相談の実施
・滋賀県不妊相談センターでの専門相談員による電話・来所・メール相談の実施



◆新高専の設置意図 ◆学びの専門分野（工学の実装領域はｎ次産業化）

◆学びの方向性 ◆学びの拡がり

小中学校
などとの連携

高専以外の
教育機関
との連携

「令和の時代の滋賀の高専」構想骨子（素案）概要①（ひとづくりとしての学びの方向性） 1
●新高専を軸に、人材育成➡地域への技術実装➡技術への関心・憧れ、という好循環の創出に挑む
●情報技術＊各産業分野に通ずる学びに加え、多様な学びの機会を提供し、実践力も育む
●１学科４コース制で、１年次は混成学級、２年次からコース選択という学びの体系

＊
情
報
技
術

4つの専門分野

機械系

電気電子系

情報技術系

建設系
（環境・インフラ系）

地
域
や
企
業
・
大
学
等
と
の
連
携

インターンシップ等
地域・社会へのアプローチ
・地域課題を実体験
・地元企業と出会う機会
・より現実に即した実践

課外授業、留学等
5年という時間を活かす経験
・各種コンテストへの挑戦
・海外留学、文化交流
・部活動、地域活動

リベラルアーツ
より深くものを考える力、教養
・年齢に即した文系科目
・コミュニケーション力
・世界的課題への眼差し

卒業研究
技術やスキルの確立・応用
・ものづくり基礎力の確立
・起業へのチャレンジ
・就職、進学に向けた研究

基礎 ロボティクス

スマートファクトリー

自然エネルギー

遠隔操作

衛星データ活用

スマート農林水産業

起業、研究

卒業後の活躍領域イメージ

デジタルホスピタル
etc.

すべての人と
地球を支える
人材の育成

地域や産業
への技術実装

技術への
関心と憧れ

学ぶ力と実践する力
を磨く充実の５年間

素敵な先輩が
活躍するフィールド

夢を叶えるための
多様なカリキュラム

学ぶ意欲に応える
アップデートの機会

技術実装で実現する
モノ・コト・サービス

あらゆる年代に
開かれた学びの場

目指す学校像
すべての人と地球を
支え続ける技術を磨く学校

各産業分野
に通じる学び、スキル

情報技術から
学びの分野を考えてみる
●データサイエンス
データに基づく課題発見力

●プログラミング
考え方、アルゴリズム、最適化

●価値の創造
AIによる自動化、データ活用

●ものづくり分野
ロボティクス、IoTなど

●インフラを支える分野
グリーンインフラ、防災技術等

●その他の分野
他の教育機関等との連携

●人と自然に寄り添う技術
Society5.0の先の社会

●環境へのこだわり
CO2ネットゼロをかなえる技術

●進取の気性
学び続ける姿勢、行動意欲

滋賀・びわ湖
という地域ならではの学び

学びの方向性
●「情報技術」を柱に、課題を発見し、価値を生み出す力を養成
●キャリアを考えた育成コースで、多様かつ柔軟な選択肢を提供
●人と自然に寄り添い、課題の解決に挑む技術者を育成

1年生―――２年生――――――5年生

Administrator
スタンプ



◆学校規模について

◆設置主体について

◆経費のイメージおよび場所の要件(案)

◆高専を技術者交流・育成のハブに ◆今後のスケジュール（PFI手法を導入）

入学定員120名（３学級）、学校全体で600名
(志願倍率2倍程度を想定)

教員数：約50名、職員数（事務・技術）：約40名

「令和の時代の滋賀の高専」構想骨子（素案）概要②（学校の基本スペック等） 2
○ 入学定員は120名、公立大学法人滋賀県立大学による運営を想定
○ 高専に技術者交流・育成のハブ機能を備えることで、地域とともに高専自体もアップデート。
○ 設置場所は、用地の広さや周辺環境、連携先等を勘案して来夏に決定、令和９年春の開校を目指す。

例えば・・・
● 企業の学びへの参画、大学連携講座等
● 技術系のリカレント教育
● 企業との共同研究、課題解決コンテストなど
● 技術系ならではの図書館デザイン
● 小中学生への「ものづくり体験」

…etc.
➡ 技術をテーマとした「広場」をつくることで、
地域はもちろん、高専自体もアップデート

より柔軟な学校運営を期待し、県唯一の公立大学法人
である「公立大学法人滋賀県立大学」を優先的に検討

＜施設整備費＞単位：百万円 ＜場所の要件＞比較項目例
A：施設整備費 7,200

B：設計監理費 360

C：その他経費 2,440

合計（A＋B＋C） 10,000

A：収入 200

B：支出 900

収支差額（A-B） 700

校地要件 土地の規模
土地の法令上の要件
土地の安全性

周辺要件 学びの場所としての魅力
周辺の理解
教育上のふさわしさ

連携要件 他の教育機関、産業界、
地域との連携

コスト要件 整備・運営費の低減

交通要件 通学の容易性

＜運営費＞ 単位：百万円

※全国類似高専における平均値から算出

（寮を除く）



「令和の時代の滋賀の高専」
構想骨子（素案）

令和３年12月

滋賀県 総合企画部 企画調整課

～滋賀初の高等専門学校に向けて～

Administrator
スタンプ



「令和の時代の滋賀の高専」構想骨子（素案）目次 1
0. 序章 P.2-3

構想骨子について P.2

検討の背景と目的 P.3

1. 設置予定機関 P.4-6

設置目的と意義 P.4

目指すべき学校像 P.5

育成すべき人物像 P.6

2. 学びの分野 P.7-9

学びの方向性 P.7

学びの専門分野 P.8

学びのイメージ P.9

3. 学びを充実させるダイバーシティの観点 P.10

学びを充実させるダイバーシティの観点 P.10

4. 入学定員 P.11

入学定員 P.11

5. 教職員数 P.12

教職員数 P.12

6. 設置施設および設備 P.13-16

設置場所の要件（案） P.13

施設の規模、内容 P.14

施設・設備の整備方針 P.15

学生寮の検討 P.16

7. 地域や産業との連携・連動 P.17-18

地域に対する高専の提供価値 P.17

産業界との共創 P.18

8. 設置主体 P.19

設置主体 P.19

9. 施設整備費および運営費のイメージ P.20

施設整備費および運営費のイメージ P.20

10. 開校までの想定スケジュール P.21

開校までの想定スケジュール P.21



０．序章 ：構想骨子について 2

○ 第４次産業革命の技術革新とともに、世界各国ではデジタル・トランスフォーメーションが活発化している。
また、気候変動や感染症の拡大に対する世界の不安の高まりとともに、日本では世界に先駆けて人口減少・
超高齢化社会へと向かっており、今後、世界が経験したことのないような未知の変化に直面する可能性がある。

○ こうした中、本県では平成30年に策定した『滋賀県基本構想』のもと、未知の変化にひるむことなく、むしろ
変化をチャンスと捉え、私たちが時代に合わせてしなやかに変わり続け、行動することを提案しており、今こそ、
先人の知恵やこれまでの取組、そして持続可能な開発目標であるSDGsの達成を目指しながら、経済・社会・
環境のバランスが取れていて、将来世代も含めた誰もが新しい豊かさを感じながら自分らしく生きることができる、
「未来へと幸せが続く滋賀」を、みんなで一緒につくっていくまたとない機会である。

○ 特に、本県における本格的な人口減少社会への移行、就業構造の変化、そして、SDGsやSociety5.０
の実現を見据え、将来にわたり競争力のある力強い産業を創出し、経済の発展や雇用の維持・拡大とともに
地域社会が今後も持続的に発展していくためには、「成長市場・成長分野を意識した人材やデータサイエンティ
ストなど県内産業の高度化を担う人材」、本県の「地域や世界の社会的課題を解決する起業家・イノベー
ター」など、専門的技術を社会に実装し、これからの滋賀の地域と産業を支える高等専門人材(※)の育成が不
可欠であり、そのための学びの選択肢を拡げることが求められる。

○ こうした人材育成を行う機関の設置について、令和元年度に庁内で検討を開始し、令和3年度には本県
初となる高等専門学校の設置に向け、有識者や関係者への意見の聴き取り、企業や学生へのアンケート調
査などを進め、この度、「令和の時代の滋賀の高専」構想骨子（素案）としてとりまとめた。

○ この構想骨子を踏まえ、次年度以降、さらに具体的な検討を行い、令和の時代の滋賀の高等専門学校
の開校を目指す。

※ 「高等専門人材」とは、「専門的技術を用いて価値創造ができる実践的人材」



０．序章 ：検討の背景と目的 3

概要

主な
検討項目
実施事項

3.構想骨子の作成

高専設置に向けた
新高専のあり方の整理

学校概要
学びの分野
学びの環境
学校運営 など

１.「中間まとめ2020」の
作成

2.有識者懇話会等の
開催

滋賀県内の現状や課題を踏まえた
高専設置の必要性の整理

各種調査・検討結果に基づいた
有識者や関係者への意見聴取

滋賀県内の現状と課題
高専の設置の必要性
高専設置にあたって考慮すべき
論点の整理 など

結論・結果
「令和の時代の滋賀の高専」
の基本的なあり方について

初期案を取りまとめた
滋賀初となる高専の設置に向け
て検討することを決定

現状の整理 調査・検討 取りまとめ
令和2年度 令和3年度

○ 学生に多様な学びの選択肢を提供し、中長期的に滋賀の産業を支える高等専門人材の育成・輩出に
寄与するため、高等専門学校の設置に向けた各種調査・検討を実施

有識者懇話会および
庁内検討会の開催
ニーズ調査
関係者との意見交換
他の高専の視察 など



１．設置予定機関 ：設置目的と意義 4

◎様々なキャリアパスにつながる学びの提供
産業界のニーズや今後の社会動向を踏まえた技術人材の育成に向け、情報技術をベースとした
多種多様な学びが可能となる環境を整備することで、様々なキャリアパスにつなげることができる

◎次代の滋賀を支える高等専門人材の育成
滋賀県高等専門学校（仮称）においては、これからの滋賀を支える価値創造力と専門性、実践力
を兼ね備え、協働して挑む高等専門人材を育んでいくことを目的とする

滋賀県高等専門学校（仮称）

◎共創による産業の活性化
産業界との共創を実現することで、地域に根差しつつ世界を見据えた高度な技術人材の輩出や新た
な産業の創出など、産業のさらなる活性化につなげることができる

設置目的

設置意義

◎地域と地球の課題の解決
リカレント教育の提供や地域と地球の課題の解決に向けた協働取組の実施など、高専という場を通
して人や技術、課題の対流を生み出すことができる

地域

学生

産業界

○ 「次代の滋賀を支える価値創造力と専門性、実践力を兼ね備えた高等専門人材の育成」を目的とした
滋賀県高等専門学校（仮称）を、令和9年度を目途に開校



小中学校
などとの連携

１．設置予定機関 ：目指すべき学校像 5

目指す学校像：
すべての人と地球を
支え続ける技術を磨く学校

○ 高専を軸に、人材育成➡地域・産業への技術実装➡技術への関心・憧れ、という好循環の創出に挑む

高専以外の
教育機関
との連携すべての人と

地球を支える
人材の育成

技術への
関心と憧れ

学ぶ力と実践する力
を磨く充実の５年間

素敵な先輩が
活躍するフィールド

夢を叶えるための
多様なカリキュラム

学ぶ意欲に応える
アップデートの機会

技術実装で実現する
モノ・コト・サービス

あらゆる年代に
開かれた学びの場

地域や産業への
技術実装



１．設置予定機関 ：育成すべき人物像 6

産業構造や社会は大きく変化していく
●サイバー空間の深化 ●あらゆるもののネットワーク化 ●社会の分散化／複線型人生 ●地球環境への意識の高まり など

これからの世界・日本の潮流

活躍できる技術者への道
●実践的かつ先進的な技術の習得
●早期からの専門分野への打ち込み
●多様な学びの選択肢 など

入学者の期待
イノベーション人材の育成

●技術の知識と広い視野
●課題を発見し協働して解決する力
●手を動かしカタチにする姿勢 など

産業界の期待 生かすべき滋賀の強み
近江の心に基づく技術教育

●確かなモノづくりの基盤
●環境への高い意識
●進取の気性 など

○ 次代の滋賀とその産業を支える「高等専門人材」
「価値創造力」と「専門性」、そして「実践力」を兼ね備えた人材

○ 問題発見・解決力の素養を兼ね備えた人材
現場で課題を見出し、技術での解決に向けて協働し、新たな価値を生み出せる人材

○ 情報技術をベースに学ぶ人材
今後あらゆる産業に必要となる情報技術の学びを基礎に持っている人材

○ 「近江の心」が備わった人材
しっかりとした価値軸を持ち、社会が変化する中でも本質を見抜き判断できる人材

「令和の時代の滋賀の高専」で育成すべき人物像

地域の課題

産業競争力

地球の課題

個人の力

技
術
で
挑
む

○ 産業構造や社会の変化を見据え、次代の滋賀とその産業を支える技術人材を育成



○ 「情報技術」をベースに、課題を発見し、価値を生み出す力を養成
○ キャリアを考えた育成コースで、多様かつ柔軟な選択肢を提供
○ 人と自然に寄り添い、課題の解決に挑む技術者を育成

２．学びの分野 ：学びの方向性 7

・生きる力、主体性
・誰を幸せにするか
・近江の心

・工学系カリキュラムの蓄積
・全国の高専とのヨコの繋がり
・5年間の柔軟なカリキュラム

・課題を発見する力
・課題解決に結びつく力
・価値創造スキル

令和らしい価値創造 人間性・倫理従来の高専の強み

各産業分野
に通じる学び、スキル

情報技術から
学びの分野を考えてみる

●データサイエンス
データに基づく課題発見、分析

●プログラミング
考え方、アルゴリズム、最適化

●価値の創造
AIによる自動化、データ活用

●ものづくり分野
ロボティクス、IoTなど

●インフラを支える分野
グリーンインフラ、防災技術など

●その他の分野
他の教育機関等との連携

●人と自然に寄り添う技術
Society5.0の先の社会

●環境へのこだわり
CO2ネットゼロをかなえる技術

●進取の気性
学び続ける姿勢、行動する意欲

滋賀・びわ湖
という地域ならではの学び



1年生

5年生

総合学科：「情報技術」を基盤とした学び（1年次）

機械系 電気電子系 情報技術系 建設系
(環境・インフラ系)

専門コースでの学び

専門の応用知識や技術を身に付ける学び（2年次以降）
卒業

２．学びの分野 ：学びの専門分野

一つの分野の学びだけでなく、意欲に応じて他の専門分野を掛け合わせ、さらに専門以外の多様な学びにつながる柔軟な学習環境を提供

8

就職 進学起業 事業承継

卒業後の活躍領域イメージ学びの提供イメージ
関連する学びの専門分野 地域や大学との連携

機械系 電気電子系 建設系情報技術系 ロボティクス
機械系 電気電子系 建設系情報技術系 スマートファクトリー
機械系 電気電子系 建設系情報技術系 地域エネルギー 自然エネルギー
機械系 電気電子系 建設系情報技術系 遠隔操作
機械系 電気電子系 建設系情報技術系 モビリティ・防災 衛星データ活用
機械系 電気電子系 建設系情報技術系 農林水産業の課題 スマート農林水産業
機械系 電気電子系 建設系情報技術系 データサイエンス 起業、研究
機械系 電気電子系 建設系情報技術系 看護・医療 デジタルホスピタル

※複数の専門の学びを掛け合わせて学習することができることを前提としつつ、具体的な内容や方法は今後検討

○ １学科４コース制：1年次は情報技術の考え方を基礎として学び、2年次以降、これに掛け合わせる形
で、機械・電気電子・情報技術・建設の専門コースにより応用専門知識・技術を身に付ける柔軟な学び

２年生

キャリア教育を踏まえたコース選択



２．学びの分野 ：学びのイメージ

５
年
生

１
年
生

総合学科：情報技術（Informatics）をベースに

３つのカリキュラム要素
・データサイエンス
・データエンジニアリング
・価値創造スキル

ものの見方、考え方
・データに基づく課題の発見
・適切な分析・判断
・新たな意味や価値の創出

実践的なキャリア選択
・現実的なデータ
・地域のリアルな課題
・専門コースなどとの接続

素養、コンピテンシー領域 技術領域 キャリア教育

リベラルアーツ
より深くものを考える力、教養
・年齢に即した文系科目
・コミュニケーション力
・世界的課題への眼差し

卒業研究
技術やスキルの確立・応用
・ものづくり基礎力の確立
・起業へのチャレンジ
・就職、進学に向けた研究

就職、進学、起業、その他

各専門コース／多様な学び

インターンシップ等
地域・社会へのアプローチ
・地域課題を実体験
・地元企業と出会う機会
・より現実に即した実践

課外授業、留学等
5年という時間を活かす経験
・各種コンテストへの挑戦
・海外留学、文化交流
・部活動、地域活動

機械系 電気電子系 建設系
（環境・インフラ系）情報技術系

企業の課題 地域の取組 起業マインド大学との連携
＊

○ モノづくり及び情報技術への興味とチャレンジ精神を持った人材を受け入れ、多種多様な学びの機会を
提供することで、常に先を見据え自らアップデートしつつ社会課題を解決できる技術人材育成を目指す

○ 卒業後、様々な分野で活躍するために必要なスキル・経験も併せて養えるような学びの機会を提供

9



３．学びを充実させるダイバーシティの観点 10

滋賀県高等専門学校（仮称）

国籍・文化の多様性
異なる国籍や文化、母語を持つ学生が共
有することを前提とした施設・設備

施設・設備面（ユニバーサルデザイン）

バリアフリー
あらゆる学生が不自由なく学生生活を過
ごせるバリアフリーな施設・設備

ジェンダーフリー
LGBTや女性等全ての学生が心地よく学
生生活を過ごせるジェンダーフリーな施設・
設備

学習面
学びの提供方法への工夫

国籍や文化・障害・性自認などのダイバー
シティを前提に、あらゆる学生が心地よく
修学できるための学びの提供方法を検討

ダイバーシティ理解の促進
授業や研修を通じて、学校全体のダイ
バーシティに関する理解を促進するための
学びの内容を検討

素敵な先輩の活躍
小中学生に向けて、高専で学ぶ多様な
学生の姿を見てもらい、技術教育やキャリ
アパスにおけるジェンダー意識を緩和

○ ダイバーシティの観点は学びを充実させ、人々が集う高専につながる
○ 性別・年齢・国籍・障害の有無にかかわらず、多様な人が集い、学べる環境を整備するために、学びの

内容や施設・設備の検討を行っていく想定



４．設置規模 ：入学定員 11

県内外の
入学ニーズ

従来の高専
志向者

新たな高専
進学需要

県外からの
志望者

県内からの志望者

＋ ＝＋65人程度 85人程度 80人程度

県内外の志望者数

230人程度

入学定員

120人が適切

・現在の各市町村別高専進学者数
・各市町村の将来人口減少率
・滋賀県高専(仮称)と他高専との選択可能性
・県内中３生アンケートでの高専進学意向 等に基づき算出

産業界の
十分な
ニーズ

適切な入試倍率
1.5倍を上回る倍率が望ましい
（周辺高専の平均：1.7倍）

学校の収支バランス
運営費支出と授業料等収入の

バランスから、40の倍数となる人
数が望ましい

学校満足度
少なすぎる入学定員は

多様な授業や課外活動等が
困難となり、望ましくない

様々な
視点

○ 県内外の学生ニーズや収支バランス、学校満足度等を踏まえると、入学定員は120人が適切



５．教職員数 12

1学年120人規模の他高専の平均教員数

43人

1学年120人規模の他高専の平均職員数

※施設管理、教育研究支援などを実施する技術職員も含む

上記人数は、あくまでも他高専事例による参考値で
あり、必要な教職員数は高専で実施されるカリキュラ
ム（授業）の手厚さ、主管する設置主体との人材
のリソースシェア等によって、教職員数は増減する
今後、設置施設（学生支援窓口、寮、地域共同研
究センター 等）の有無や規模、人材の共有などの
観点で、必要な教職員数の精緻化を行う

Point

校長

教授・准教授

講師・助教

1人

40人

12人

事務職員※

(総務、財務、学生支援 等)

出所）国立高等専門学校機構 事業報告書（H３０） 資料編

高等専門学校設置基準に基づく最低限必要な教員人数

校長
教授・准教授
講師・助教

1人
16人
16人

参考

○ 想定規模に類似する全国高専の平均教員数は約50名（高専設置基準に基づく最低数は32名）
○ 職員数（事務職員・技術職員）は約40名
○ カリキュラムや教科外プログラム等の実施内容に応じ、教職員数を今後検討



13

交通要件

校地要件

土地の規模
望まれる建物が建設可能な広さである

土地の安全性
自然災害などに対して安全であり、避難
場所としての利用も可能である

周辺要件

教育上のふさわしさ
風俗営業、興行場等が周辺に立地してい
ない

連携要件

他の教育機関、産業界、地域との連携
大学、高校、研究機関などとの連携により、
相乗効果を発揮することができる
産業界や地域との共創が見込まれる
一定程度の後背人口がある

通学の容易性
交通アクセスに大きな支障がない

６．設置場所および施設設備 ：設置場所の要件（案） 13

コスト要件 整備・運営費の低減
用地取得・造成などに要する費用が低廉
であり、手続き・工事に要する期間も短い
近隣の既存施設の活用などにより、整備・
運営に係るコストを低減させることができる

土地の法令上の要件
法令上、高専の設置に問題がない

周辺の理解
設置に関し周辺住民の理解を得ることがで
きる

学びの場所としての魅力
近隣に、課題発見型の多様な学びや課外
活動のための魅力あるフィールドが存在する

○ 滋賀県の高専の設置場所は、今後、下記の観点から比較検討のうえ決定



６．設置場所および施設設備 ：施設の規模、内容 14

滋賀県高専
（仮称）

▶ 校舎（最低8,500㎡必要※1）
校長室、教員室、会議室
教室、研究室
図書館、保健室、学生控室

▶ 校地（最低6,000㎡必要※1）
建物以外の空地
グラウンド

▶ 校舎(概ね300㎡程度必要※2）
情報処理のための施設

▶ その他施設(概ね3,500㎡程度必要※2）
体育施設
その他厚生補導に関する施設（課外
活動団体関係施設等）
▶ 附属施設

(概ね2,000㎡程度必要※2）
実験・実習工場
地域共同テクノセンター（※3）

▶ 校舎
語学学習のための施設
外部との共同研究室
メディアセンター

▶ 校地
野球場
テニスコート

▶ 附属施設
講堂
学生寮（次頁で詳細）
学生支援センター
合宿研修施設
国際交流施設

※1：1学年3学級、工学に関わる学科1学科（3コース）、専攻科なしの場合
※2：同規模の高等専門学校の同種施設の平均値
※3：教育研究機能の向上と地域経済の活性化の推進を図る拠点であり、産学連携の窓口、市民講座の開催場所等の機能を有する施設

○ 入学定員120名の場合、全国類似高専の例から延床面積16,000㎡程度の施設を想定
※学生寮を除く（この他にグラウンドなどの校地が必要）

あると良いと考えられる施設
（今後検討）

今後必要性を
検討する施設



６．設置場所および施設設備 ：施設・設備の整備方針

15

1515
○ 施設・設備は、ユニバーサルデザイン・環境・持続可能性に配慮しつつ、多様な学習形態に対応した

高度な学びの場、地域や産業に寄与する場となるよう留意

地域の拠点としての方針

オープンラボや共同研究室などを通じて、
地域産業の発展や地域課題の解決に貢献
する
避難場所等、地域住民の安全・安心な生活
に貢献する

＜Point＞

オープンラボ 共同研究室 避難場所

学びの場としての方針

多様な学修形態等に対応できる生活環境、
教育環境を実現する
教育研究の高度化に向けた基盤的設備を
導入する

＜Point＞

先端設備部活動施設ラーニングコモンズ



６．設置場所および施設設備 ：学生寮の検討 16

学生寮

次代の滋賀を支える
高等専門人材の育成

コミュニケーション力や協調力をつける機会、
寮生同士が議論を深め共創する力を習
得する機会を創出することが期待できる

教育面 教育面以外

グローバル人材等の育成
留学生との共同生活により、グローバル人
材の育成が期待できる

学生募集・獲得への寄与
自宅からの通学が困難な学生を取り込み
可能であり、学生の親もセキュリティ面や
生活面で安心して子供を預けられる

留意すべき事項

設置・維持管理・運営にコストがか
かる
人間関係の問題への備えとして、
対応のノウハウが必要

○ 学生寮については、県外、国外からの学生確保における優位性とともに、教育面の効果も高いことから、
維持運営面での課題に留意しつつ、設置の是非を検討する必要がある



７．地域や産業との連携・連動 ：地域に対する高専の提供価値 17

連携に向けた
高専の提供内容 人材（学生・教職員）及びその保有技術 様々な機械や交流場所等の高専設備

地域連携のイメージとメリット

地域住民・自治体

大学・高校・
小中学校

地元企業等

課題を解く技術実装
身近な科学館としての存在
技術者の同窓会人脈

学生や教員の交流による学
びの質の向上
進路選択の拡がり
ロボコンなどの魅力

企業課題の解決・
技術活用先の拡がり
優秀な人材の確保
n次産業への技術応用

データや課題の提供
実証フィールドの調整
各種コンテスト等の参加への
応援

実務家教員やメンターからの
学び機会の提供
業界のリアルな現場や先進技
術の理解促進

研究・学習の高度化
学生や教員の交流による学
びの質の向上
志望者の獲得、周知

高専からの
メリット

高専への
メリット

○ 高専の有する人材及び技術や設備の提供を通じた様々な連携を行うことで、地域住民や地元企業・
教育機関に対して、あらゆるメリットを創出することが可能

滋賀県高等専門学校（仮称）



７．地域や産業との連携・連動 ：産業界との共創

（１）先進的な分野につながる人材の育成と活用・活躍
卒業生の活躍の場づくり、リカレント教育など

（２）地域社会への実装に向けた「共創」研究（外部資金獲得）
地域社会への技術実装につながる産官学研究

（３）設立や運営にあたっての支援
寄附や奨学金などの仕組みづくり

×
高専 産業界
行政

人や技術・地域課題の対流の場づくり

協議会

人 材 力 向 上

学 校 力 向 上

技 術 力 向 上 地 域 力 向 上

資金の安定化

18
○ 高等専門学校の価値や機能を高める上で、産業界が果たす役割は極めて大きく、 産業界との「共創」

により、卒業生が活躍できる場を作り上げながら、地域の活性化や新たな産業の創出にもつなげるため、
産業界との協議会など、人や技術・地域課題の対流の場づくりを検討していく



８．設置主体

19

19

国立（51）：(独)国立高等専門学校機構が運営。新たな国立高専設置の動きはなく、厳しい見通し
公立 （３）：【独法】東京都立産業技術高専、大阪府立大学高専、 【直営】 神戸市立高専
私立 （３）：具体的な新たな担い手（学校法人）が現時点で不在
➡「公立」の類型としては、県直営、もしくは大学を運営する地方独立行政法人のいずれかに絞られる
※地方独立行政法人が高等専門学校のみを設置運営することは法令上不可

高専の設置形態の比較：（ ）は学校数

➡ 県直営の場合、施策を学びに反映させることに強みが出せるが、
急速な社会情勢の変化に対応していく上で、より柔軟な学校運営が期待できるのは独立行政法人

【人事】：外部人材や民間人材の登用など、人事面での柔軟さ
【財務】：一体的運営によるコストの削減（スケールメリットの活用）、多様な外部資金の調達
【学び】：大学など同一法人内のリソースを活用による、学びや研究の幅広さや編入学制度の提供
【地域】：産業界との共創（学びへの参画、共同研究、資金調達等）

地方独立行政法人は、法人独自の基準による人事・給与制度、人員計画等の策定が可能

○ より柔軟な学校運営が期待できるのは地方独立行政法人（公立大学法人）と考えられ、設置主体
としては、県唯一の公立大学法人である、「公立大学法人滋賀県立大学」を優先的に検討



９．施設整備費および運営費のイメージ 20

項目 金額（百万円）

A：収入 200

ー授業料・入学金等
（国立高専と同額として算出） 150

ー外部資金等 50

B：支出 900

ー人件費
（国立高専の学生一人当たり決算額から算出） 700

ー物件費
（国立高専の学生一人当たり決算額から算出） 200

収支差額（A-B）
（うち、地方交付税措置見込額）
(地方交付税措置見込額を差し引いた額）

700
（400）
（300）

項目 金額（百万円）

A：施設整備費
（16,000㎡、㎡単価45万円） 7,200

B：設計監理費
（施設整備費の5%） 360

C：その他経費
（付帯設備、機器、その他） 2,440

合計（A＋B＋C） 10,000

＜施設整備費＞ ＜運営費＞

施設整備については、寄附の募集、PFI導入の検討
などにより圧縮に努める
運営費については、教育の質を確保しつつ事務効率
化や歳入確保等により収支差額の圧縮に努める

Point

（寮建築費、用地関連費を除く）

○ 全国の類似高専の平均値等から、施設整備費100億円、運営費年間7億円程度の収支差額が見込
まれる（地方交付税措置額を除いた場合３億円程度）

※施設整備費および運営費は、滋賀県高専において検討している内容と規模等
で同様の特徴を有する国立高専の金額の平均値等をもとに算出したイメージで
あり、実施段階ではより詳細な検討を行う



○ 令和9年（仮）の開校に向けたロードマップは次のとおり
○ 整備運営にあたっては、PPP/PFI手法の導入も検討

10．開校までの想定スケジュール
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21

全
体

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

令和３年度 令和５年度 令和７年度 令和８年度令和４年度 令和６年度

建築工事設計

立地
検討

施設整備計画
PFI導入調査

構想骨子（案） 構想の策定・改定 構想の最終化
開校諸準備

教育理念・カリキュラム等の策定

経営・運営体制の策定

地域との連携

▼文科省への
認可申請

▼最終認可想定スケジュール（PFI手法を導入する場合）

PFI諸手続き

教員の選定

募集
・
入試

開校諸準備

開校（令和9年春）▼



 
地方創生関係交付金の効果検証および地域再生計画の評価（案） 

 
 

１ 地方創生関係交付金の効果検証 

○交付金の概要 

 まち・ひと・しごと創生法に基づき策定した都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略

（＝人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略）に位置付けられた先駆性等の

要件を備えた事業に対して交付される交付金 
 ソフト事業に係る交付金 地方創生推進交付金 
ハード整備に係る交付金 地方創生拠点整備交付金 

 
○令和２年度実施事業 

 ・地方創生推進交付金 
   １２事業（検証対象１３事業※） 総額  ９５５，６８３，２２５円 
     ※事業終了後も目標値を設定している１事業含む 
  ・地方創生拠点整備交付金 
    ９事業（整備事業はすでに完了し、目標に対する進行を評価） 
 
○効果検証 

 実施した２３事業すべてが、未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略における重要業績評価指

標（KPI）の達成に有効であった。（詳細は別紙のとおり。） 
 
２ 地域再生計画の中間評価 

○地域再生計画とは 

 地域再生計法に基づく支援措置（１の地方創生関係交付金と企業版ふるさと納税等）を

国から受けるために地方公共団体が作成、国が認定するもの。 
 
○中間評価（５計画） 

 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響は少なからず受けてはいるが、実施している５

計画ともに、重要業績評価指標（KPI）の達成に向けて順調に事業実施している。（詳細は

別紙のとおり。） 
○事後評価（５計画） 

 事業としては、地方創生の達成に有効に寄与したと評価されるが、新型コロナウイルス

の感染拡大の影響によりＫＰＩの達成に影響を受けた計画も見受けられた。今後も、地方

創生の達成に寄与するよう効果的に事業を継続する。（詳細は別紙のとおり。） 

参考資料 



今後の方針 今後の方針の理由

2

プロフェッ
ショナル人
材戦略拠
点運営事
業

■「滋賀県プロフェッショナル人材
戦略拠点」の運営を通じ、県内企
業の潜在的可能性の掘り起こしを
行い、プロフェッショナル人材の活
用を通じた経営課題解決や事業
革新を実現することで、地域資源
を生かした「しごと」を創出するとと
もに、滋賀県への「ひと」の還流を
確かなものとし、地域活性化へつ
なげる。

地域企業に対する副業・兼業を含め
た人材マッチング件数（累計）
Ｒ２→Ｒ４　380件増

地域企業の経営課題等に関する相
談件数（累計）
Ｒ２→Ｒ４　1,100件増

直近の勤務地が県外のプロ人材の
マッチング件数（累計）
Ｒ２→Ｒ４　178件増

令和２年度　504件

令和２年度　2,021件

令和２年度　205件

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

　企業訪問による経営者との
面談やセミナーの開催等を通
じて、中小企業経営者に対し、
プロフェッショナル人材活用の
必要性や採用意欲を醸成する
とともに、プロフェッショナル人
材の雇用につなげることで、企
業の成長戦略の実現に向けた
組織体制の強化につながっ
た。雇用の創出を図り移住にも
つながった。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

　プロ人材戦略拠点の体制
を強化し、引き続き個々の
相談への丁寧な対応によ
り、県内中小企業の人材
ニーズを的確に汲み取り、
雇用につなげるとともに、雇
用した人材の定着支援を行
う。
　また、兼業・副業による人
材確保や多様な人材を活用
したダイバーシティ経営の推
進を支援する。

地方創生推進交付金の効果検証(案)
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

総合戦略
KPIへの貢献

施策としての有効性等
実施結果を踏まえた事業の今後について

1
ビワイチ推
進プロジェ
クト

■観光コンテンツの魅力向上、周
遊ルートの開発、発信を強化する
ことで、ビワイチ・自転車観光の楽
しさを県内外に一層浸透させ、交
流人口の増加を図る。

ビワイチによる日帰り・宿泊客の増
平成27年度　　52,000人→
令和２年度　150,000人

ビワイチによる日帰り客の増による
経済波及効果
平成27年度　158,000千円→令和２
年度　416,000千円

ビワイチによる宿泊客の増による経
済波及効果
平成27年度　456,000千円→
令和２年度　1,508,000千円

ビワイチによる日帰り・宿泊客の増に
よる経済波及効果
平成27年度　614,000千円→
令和２年度 1,924,000千円

ビワイチによる日帰り・宿
泊客の増
令和２年　　-22,000人

ビワイチによる日帰り客の
増による経済波及効果
令和２年　　-44,200千円

ビワイチによる宿泊客の増
による経済波及効果
令和２年　　-93,400千円

ビワイチによる日帰り・宿
泊客の増による経済波及
効果
令和２年　　-137,600千円

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

　令和２年当初からのコロナ禍
により、４月から５月は大幅な
減があったものの、その後、秋
のシーズンで回復傾向となり、
前年比約 2 割減の約 8 万
7,000 人となった。
　一方で県の延観光入込客数
が３２.６％の減少であり、それ
よりも下げ幅は小さかった。
　これらの理由として、サイクリ
ングは三密を回避し、健康に
つながるアクティビティであるこ
との周知が進んだことや、アプ
リの機能追加など、引き続き安
全安心な走行環境の整備が進
んだことによるものと考えられ
る。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

　これまでの交付金事業の
成果により、ビワイチの知名
度向上やナショナルサイク
ルルートの指定など、ビワイ
チブランドは確実に向上して
いる。一方で、従来からの課
題であるサイクリストのマ
ナー向上や外国人観光客
の受入体制の整備に加え、
サイクリングがもつ健康でエ
コなイメージを活用した県民
向けのインナープロモーショ
ンの実施など、引き続き県、
市町、関係団体、民間事業
者で協力・連携し、課題を解
決していく必要がある。



今後の方針 今後の方針の理由
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

総合戦略
KPIへの貢献

施策としての有効性等
実施結果を踏まえた事業の今後について

3

滋賀アグリ
ビジネス創
造プロジェ
クト

■新たな商品・サービス、組織、
生産方法、販路などの創造による
イノベーションを起こし、滋賀の力
を伸ばす新たなビジネスモデルを
構築する。

■持続的な発展ができる地域経
済の活性化を目指す。

本プロジェクトにより増加した農林水
産品およびそのサービスの販売額
平成28年度　  0億円→
令和３年度　20.5億円

近江牛流通額の増加額
平成28年度　91.71億円→
令和３年度 103.35億円

茶の生産額
平成28年度　9億円→
令和３年度 11.1億円

令和２年度（近江牛流通額
の増加額＋茶生産額の増
加額） 8.78億円

令和２年度 0.78億円

令和２年度7億円
(令和元年度)

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

新ビジネスにつながる調査・研
究活動や実用化するための取
組支援を行った結果、新ビジ
ネスの発掘・推進を図ることが
できた。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

農林水産業者が核となった
取組となるよう今後も引き続
き必要な支援を行う。

胚移植については、家畜人
工授精師を対象とした技術
研修などの移植技術向上に
向けた取り組みにより、受胎
率が改善されている。今後
も継続して、技術向上支援
への取り組みを進める必要
がある。

4

新たな需要
を取り込む
研究開発
型ものづく
りベン
チャーの起
業と第二創
業支援プロ
ジェクト～
滋賀を
フィールド
に実証実
験による新
たなビジネ
スモデルの
構築～

■可能性検証・アイデア具現化
フェーズ

■事業シーズ・ベンチャー企業の
発掘フェーズ

■発掘シーズの育成およびオー
プンイノベーション推進フェーズ

■開発技術の製品化・事業化促
進フェーズ

■実証実験フェーズ

■世界展開フェーズ

当プロジェクトから法人化等に至った
件数 　１件/年度

当プロジェクトの支援を受けた県内
企業を中心とした共同研究体が、事
業化に向けて加速するため、大型の
外部研究資金（3,000万円/年以上）
の採択を受けた件数
Ｒ２→Ｒ４累計　４件

当プロジェクトの支援を受けた法人
における雇用の増加
Ｒ２→Ｒ４累計　９件

実証実験を経て社会実装された事
業シーズの件数
Ｒ２→Ｒ４累計　２件

令和２年度　１件

令和２年度　４件

令和２年度　２件

令和２年度　１件

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

事業シーズのアイデア具現化
段階から実証段階までの連続
的な支援を行うことで、新たな
法人化や大型の外部研究資
金獲得につながるなど、社会
的課題の解決および雇用の創
出を担う滋賀発メガベンチャー
企業創出に向けた企業支援体
制を充実させることができ、施
策として有効であった。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

継ぎ目なく連続的な支援体
制を構築することで当初の
計画に対して一定の成果を
得たが、滋賀発のメガベン
チャー企業を創出するため
には、有望な技術シーズを
社会実装し起業化させる必
要があり、実証段階の強化
に取り組んでいく。

5
滋賀県移
住就業支
援事業

■マッチングサイト「ＷＯＲＫしが」
により、県内企業等の魅力や求人
情報等を効果的に発信するととも
に、本県の魅力ある暮らしぶりや
移住に必要な情報を広く発信す
る。

本移住支援事業に基づく移住就業
者数

平成30年度　０人→令和６年度　192
人

マッチングサイトに新たに掲載された
求人数
平成30年度　０人→令和６年度　960
人

令和２年度　０人

令和２年度　33人

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

移住支援金の支給対象者にプ
ロフェッショナル人材事業で就
職した方やテレワークで移住
元の仕事を継続している方、
市町に関係人口と認められた
方が追加され、間口が広がっ
たことを関係機関を通じて広報
することで滋賀県への移住を
考えるきっかけになった。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

今後も、県内の魅力ある企
業の移住支援金対象法人
の登録推進を図り、移住就
業の実現を図る。



今後の方針 今後の方針の理由
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

総合戦略
KPIへの貢献

施策としての有効性等
実施結果を踏まえた事業の今後について

6
外国人材
受入プロ
ジェクト

■「滋賀県外国人材受入サポート
センター」を開設し相談事業やセミ
ナーを開催。
多文化共生総合相談ワンストップ
センター（仮称）や各地域のハ
ローワークと情報交換・連携しつ
つ事業を進めていく。

■既存の就労支援窓口の多言語
対応化
県が設置する４か所の就労支援
窓口において、外国人材の就労
相談に対応できるよう多言語翻訳
機を導入する。

外国人材受入サポートセンターで支
援した事業所（セミナー受講事業所
含む）における新規外国人雇用者数
平成30年度　0人→令和３年度　355
人

外国人雇用状況（滋賀労働局資料）
の外国人労働者数　平成29年10月
末（実績）15,621人→令和３年10月
末22,605人

・外国人材受入サポート支援機関相
談件数　年間500件

・外国人材の雇用や受入環境整備
等に関するセミナーの出席者数　年
間200人

令和２年度　111人

令和２年度　△47人

令和２年度　584件

令和２年度　206人

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

新型コロナウイルス感染拡大
に伴う入国制限の影響により、
県内の外国人労働者数は微
減する結果となった。そのよう
な中、アウトカム指標としての
雇用者数は目標を達成できな
かったものの、新たに111人創
出することに繋がっており、滋
賀県外国人材受入サポートセ
ンターの取組は、県内事業者
における外国人材活用推進に
有効であったと評価できる。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

プロジェクトの目標は概ね達
成しており、定性的・定量的
な成果を挙げているため。

7

要因分析
を活用した
健康寿命
延伸プロ
ジェクト

■健康寿命の延伸を図るため、食
生活、運動習慣の改善を県民が
実践していくための取組や高齢者
が健康を実感できる取組を推進す
る。

■事業を県民みんなの取組に拡
大し、事業効果を高めるとともに、
自立させていくため、県民みんな
で「健康しが」に取り組むための仕
組みを構築する。

男性の健康寿命（介護保険の要介
護度に基づき算出する「日常生活動
作が自立している期間の平均」）を
81.09年以上に延伸させる。
平成30年度　80.43年→
令和３年度　81.09年

女性の健康寿命（介護保険の要介
護度に基づき算出する「日常生活動
作が自立している期間の平均」）を
84.75年以上に延伸させる。
平成30年度　84.38年→
令和３年度　84.75年

事業の参加・体験者延数を45万人
（世帯数の約８割）とする。
平成30年度　107,250人（延）→令和
３年度　455,727人（延）

事業に協働する民間事業者数を240
者（現状の約２倍）に増加させる。
平成30年度　118者（実）→令和３年
度　240者（実）

令和２年度　80.78年

令和２年度 84.39年

令和２年度　146,134人
（延）

令和２年度　281者（実）

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

「健康しが」の取組を推進する
ため、企業や市町、大学、地域
団体等が連携して、食生活、
運動習慣の改善等に取り組む
ことができたことから、県民み
んなで「健康しが」に取り組む
ための仕組みの構築に有効で
あった。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

　「健康しが」の実現に向け
て、学校給食や文化財、ス
ポーツ等を活用した取組を
引き続き実施していくととも
に、「健康しが」共創会議参
画団体とのつながりやネット
ワークづくりを促すための取
組を進める。共創会議を通
じた出会いやアイデアを安
定的・継続的な取組として定
着化を図るため、自走化に
つながる取組を強化する。



今後の方針 今後の方針の理由
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

総合戦略
KPIへの貢献

施策としての有効性等
実施結果を踏まえた事業の今後について

9

滋賀の稼ぐ
地場産業
等成長戦
略プロジェ
クト

■稼ぐ産業への転換

■国内外の需要の獲得

■産業の担い手および地域プロ
デュース人材の育成

本事業を通じた商談の成約件数
Ｒ２ 50件→Ｒ４　225件

本事業を通じた新たな商品・サービ
スの開発件数
Ｒ２ 19件→Ｒ４　24件

本事業を通じた人材育成の取組に
参加した人数
Ｒ２→Ｒ４　20人/年

地場産地および地場産品の振興・発
展に顕著な功績のあったものに対す
る表彰における表彰者数
Ｒ２ 0人→Ｒ４　4人

令和２年度　60件

令和２年度　28件

令和２年度　21人

令和２年度　2人

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

地場産業組合や伝統的工芸
品事業者に対する首都圏等で
の販路開拓支援、新商品開発
支援、人材育成に対する支援
を実施した。
その結果、商談の成立数等を
向上させることができ、本県の
地場産業産地や伝統的工芸
品の戦略的な取組を後押しす
るのに有効であった。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

首都圏や県内等での地場
産業等のPR事業を充実さ
せるとともに、クラウドファン
ディングを実施することへの
支援を行うことで、引き続き
地場産業産地や伝統的工
芸品を支援できるように推
進していく。
なお、ホームページの運用
による認知度向上について
は、自走化・自立化の目途
が立つ見込み。

8

「戦国・琵
琶湖」体
験・体感
ツーリズム
深化プロ
ジェクト

■戦国時代をテーマにしたプロ
モーション

■宿泊・滞在型観光の充実・深化

■インバウンド対応と受入環境の
整備

〔戦国にまつわる観光施設の観光入
込客数〕
平成29年　171万人　　→　　令和３
年　176万人

〔観光消費額〕
平成29年　1,793億円　　→　　令和３
年　1,955億円

〔延べ宿泊者数〕
平成29年　387万人　　→　　　令和３
年　435万人

〔戦国にまつわる観光施設
の観光入込客数〕
令和２年93万人

〔観光消費額〕
令和２年1,329億円

〔延べ宿泊者数〕
令和２年242万人

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

「戦国ワンダーランド滋賀・び
わ湖」として、戦国の史跡等を
巡るデジタルスタンプラリーや
夜間ライトアップの企画等、三
密を避けたコロナ禍における
誘客促進を行った。
また、コロナ禍でイベントの中
止や規模縮小を余儀なくされ
たものの、各地域で戦国という
統一テーマで様々なイベントを
展開できたことで県内の魅力
再発見、再評価につながった
と考える。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

今後はコロナ禍を経て、これ
まで以上に県内観光事業者
が連携し、滋賀ならではの
観光を創出、推進する機運
が高まっていることから、こ
れまでの取組を活かしつ
つ、滋賀ならではのツーリズ
ム「シガリズム」を共通コン
セプトとして打ち出し、推進
する。



今後の方針 今後の方針の理由
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

総合戦略
KPIへの貢献

施策としての有効性等
実施結果を踏まえた事業の今後について

10

しがの農畜
水産物
マーケティ
ング推進プ
ロジェクト

■特色ある農畜水産物の生産体
制の確立

■大都市圏・海外への継続性の
ある販路拡大

■生産者のチャレンジを支援

本プロジェクトによる農畜水産物の
販売増加額
Ｒ２→Ｒ４　963.3 百万円増

近江牛の飼養頭数
Ｒ２→Ｒ４　600頭増

オーガニック米・魚のゆりかご水田
米の栽培面積
Ｒ２→Ｒ４　250ha増

オーガニック茶栽培面積
Ｒ２→Ｒ４　3ha増

令和２年度　（集計中）　百
万円

令和２年度　14,501頭

オーガニック農業（水稲）取
組面積　　　令和２年度
237ha
魚のゆりかご水田米栽培
(認証) 取組面積  令和2年
度　116ha

オーガニック茶栽培面積
令和２年度　13ha
(環境直接支払取組外面
積を含む)

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

・オーガニック近江米につい
て、県内や京阪の量販店で精
米商品を販売するとともに、パ
ンケーキミックス試作等、主に
首都圏への新規の需要開拓を
通じ、認知度向上を図ることが
できた。
・魚のゆりかご水田米について
は、首都圏生協等への取組状
況の発信や京阪神地域での消
費者向けPR活動、統一パッ
ケージの作成により、ブランド
力を高めることができた。
・オーガニック茶の普及に向け
た高品質生産技術は重要であ
ることから当該施策は有効で
あった。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

米の需要が減少する中で、
他産地との差別化を図り、
近江米全体の評価を高め、
生産者の所得向上につなげ
るためには、引き続き、大都
市におけるオーガニック米
や「魚のゆりかご水田米」な
ど、環境面において特徴的
な農産物の認知度を向上さ
せて、流通・販路拡大を図る
ことが必要である。
近江牛の飼養頭数増へ向
けては、効率的かつ良質な
和牛胚移植推進を行うこと
が必要。

・高品質生産技術の確立が
途上であることから継続した
取組が必要である。

11

風の人と土
の人がつな
がるプロ
ジェクト～
移住者の
増加による
地域活性
化に向けて
～

■子どもたちが滋賀を誇りに思え
るための取組の推進

■風の人が滋賀に気づくための
取組の推進

■風の人が滋賀につながるため
の取組の推進

■滋賀で働き・暮らしたいひとを増
やすための取組の推進

移住施策に取り組む市町への県外
からの移住件数をアップ
Ｒ２年度～Ｒ４年度累計　540件

関係人口による地域における取組数
をアップ　R元年2か所→R4 8か所

インターンシップ参加者の県内企業
への就職率をアップ
H30年度 73.91％→R4年度　78.00％

滋賀に誇りを持つ若者の率をアップ
R元年度　71.5→Ｒ４年度　74.5％

令和２年度168件

令和２年度２か所

令和２年度　56.6％

令和２年度　71.5％

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

首都圏での滋賀の認知度向上
や滋賀移住・交流促進協議会
を通じた移住イベントの開催、
県外への情報発信等は本県
への移住を促進する施策とし
て有効であった。また、中高生
を中心とした滋賀県に愛着を
持ってもらう取組は、、若者の
人口流出の抑制につながるも
のと期待される。

都市部在住者等を対象に地域
の課題解決に地域とともに取
り組む機会を設けることで、事
業終了後も地域と継続的に関
わる関係人口の創出につな
がっている。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

今後は、これまでの施策に
コロナ禍も踏まえ、取り組む
とともに、将来的な地方移住
にもつながる関係人口の創
出・拡大に向け、取組に積
極的な地域と連携しモデル
事業を実施していくなど、取
組を発展させていく。



今後の方針 今後の方針の理由
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

総合戦略
KPIへの貢献

施策としての有効性等
実施結果を踏まえた事業の今後について
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多様な人
材の就業
創出プロ
ジェクト

　■各種媒体を用いた広報による
新たな支援対象者の掘り起こしお
よび就労意欲の喚起

■セミナーや就職面接会を実施
し、利用者に応じたきめ細やかな
支援を可能とすることで、地域の
産業を担う労働力不足に対応す
る。

■企業向け相談窓口の設置やセ
ミナーにより受け皿となる企業の
職場環境改善等に取り組む。

本事業により新規就業が実現した者
の数（新規就業者数）
平成３０年度　０人→
令和６年度　11,220人

令和２年度

しがジョブパーク実績
1,001人

シニアジョブステーション滋
賀実績
333人

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

新型コロナウイルス感染症の
影響による厳しい雇用情勢で
あったため、目標値を下回るこ
ととなったが、各種媒体等を用
いて支援対象者の掘り起こし
を図るとともに、「しがジョブ
パーク」や「シニアジョブステー
ション滋賀」といった就業支援
機関において、相談から職業
紹介までをワンストップで実施
したことにより、若年者や中高
年齢者等の就職または再就労
につなげた。また、企業への人
材確保支援に取り組み、職場
環境改善や職場定着等を促す
ことで、更なる就業促進につな
げた。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

新型コロナウイルス感染症
の影響を受けながらも、プロ
ジェクトの目標値に近い結
果を出すことができた。今後
も感染症が雇用に及ぼす影
響については注視しなが
ら、引き続き求職者と企業
ニーズを把握し、支援対象
者の掘り起こしからきめ細
かな支援を図ることで、より
一層の就業促進につなげ
る。

13

琵琶湖モ
デル・水環
境ビジネス
推進プロ
ジェクト

■企業、大学、国立環境研究所
琵琶湖分室、滋賀県の行政部局
および試験研究機関で構成する
琵琶湖環境研究推進機構および
県内自治体等が参画する「しが水
環境ビジネス推進フォーラム研
究・技術分科会」を新たに設置し、
共同研究や、技術開発等に係る
ニーズとシーズのマッチング、海
外展開等を進める。

「しが水環境ビジネス推進フォーラ
ム」活動を通じた商談件数
令和２年度　1,000件（平成28年度～
令和２年度累計）

「しが水環境ビジネス推進フォーラム
研究・技術分科会」の取組を通じた
研究成果等の実用化件数
令和２年度　15件
（平成28年度～令和２年度累計

琵琶湖漁業の漁獲量（外来魚除く）
平成27年度　　979トン→
令和２年度　1,600トン

水環境ビジネスの売上高が１億円以
上の企業数割合
平成23年度　　46％→
令和２年度　　50％

令和元年度
302件（累計1,171件）

令和元年度
２件（累計４件）

770トン（H30年度）

平成29年度　57%

本事業が総合
戦略のKPI達
成に有効で
あった

　共同研究の実施や産学官金
連携により技術開発等を推進
することは、琵琶湖の課題解
決や水環境ビジネス等を活性
化する施策として有効であっ
た。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

平成29年1月に研究・技術
分科会（以下「分科会」とい
う。）を立ち上げた。また、平
成29年４月に国立環境研究
所琵琶湖分室が設置され、
本事業を推進する環境を整
えることができた。
今後、研究成果等を水環境
ビジネスに係る技術開発等
に確実ににつなげる取組が
必要となる。
このことから、分科会におい
て、産学官金連携の下、共
同研究に加え、次の取組を
推進することが重要。
○情報共有（フォーラムの
開催、データベースの設置）
○コーディネーターによる支
援
○プロジェクトチームによる
技術開発等の検討・実行
等



今後の方針 今後の方針の理由

ビワイチによる日帰り客の
増
平成27年度　　 33,800人→
令和２年度　   90,000人

ビワイチによる宿泊客の増
平成27年度　  18,200人→
令和２年度     60,000人

ビワイチによる日帰り客の
増
平成28年度　　45,040人→
令和３年度　  47,840人

ビワイチによる宿泊客の増
平成28年度　 26,560人→
令和３年度    28,760人

ビワイチによる日帰り客・宿
泊客の増
平成28年度　　71,600人→
令和３年度　　76,600人

ビワイチによる日帰り客・宿
泊客の増による経済波及効
果
平成28年度　876,000千円
→
令和３年度　920,000千円

■交流人口の増加、民間のさらな
る投資促進・雇用・人材育成につ
なげ地域経済における「稼ぐ」を創
出

ビワイチによる日帰
り・宿泊客の増
令和２年
　-22,000人

ビワイチによる日帰
り客の増による経
済波及効果
令和２年
　-44,200千円

ビワイチによる宿泊
客の増による経済
波及効果
令和２年
　-93,400千円

ビワイチによる日帰
り・宿泊客の増によ
る経済波及効果
令和２年
　-137,600千円

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

　ハード・ソフト面におい
て、安全・安心に自転車を
楽しむために必要な基盤
や施設の整備し、周遊
ルートの開発、発信を強
化することで、ビワイチ・自
転車観光の楽しさが一層
県内外に浸透し、交流人
口の増加につなげる施策
として有効であった。

①事業が効
果的であっ
たことから
取組の追加
等更に発展
させる

　これまでの交付金事業
の成果により、ビワイチの
知名度向上やナショナル
サイクルルートの指定な
ど、ビワイチブランドは確
実に向上している。一方
で、従来からの課題である
サイクリストのマナー向上
や外国人観光客の受入体
制の整備に加え、サイクリ
ングがもつ健康でエコなイ
メージを活用した県民向け
のインナープロモーション
の実施など、引き続き県、
市町、関係団体、民間事
業者で協力・連携し、課題
を解決していく必要があ
る。1

ビワイチサ
イクリング
ランド計画

実施結果を踏まえた事業の今後について

　　　地方創生拠点整備交付金の効果検証 （案）

事業名 事業概要 事業目標 実施結果
KPIへの貢

献
施策としての有効性等



今後の方針 今後の方針の理由

実施結果を踏まえた事業の今後について
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

KPIへの貢
献

施策としての有効性等

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

子牛の哺育・育成を担う拠
点施設として整備された
キャトル・ステーション（Ｃ
Ｓ）に、酪農家への胚移植
で生産した和牛子牛を集
めることは、近江牛の生産
構造のイノベーション、安
定生産による生産額の向
上に加え、酪農家の収益
向上、近江牛と滋賀の観
光素材とのコラボレーショ
ンによる観光価値の向上
など、”魅力ある滋賀づく
り”につながる施策として
有効であった。
和牛子牛の販売額が前年
に比べて増加した一方で、
コロナ禍の影響により近
江牛の流通額および観光
消費額は減少した。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

和牛子牛の安定供給によ
る近江牛生産額の向上と
酪農家の収益向上だけで
なく、子牛の哺育・育成に
に係る労力負担を経営規
模の拡大等に振り向ける
ことができるようになった。
また、近江牛と滋賀の観
光素材とのコラボレーショ
ンによる観光価値の向上
など、将来にわたり持続的
なＰＲを行うことにより、さ
らなる消費拡大につなげ
る。

3

新「琵琶湖
博物館」創
造（琵琶
湖・滋賀の
魅力発信
による観光
交流拠点
整備）

■新たなシンボルの整備や利便
性の向上等により、多くの人が集
まる「観光交流拠点」を目指す。

■環境学習のため全国各地の学
校が修学旅行で訪れる「教育旅行
の一大拠点」を目指す。

来館者数アップ
平成27年度　34万人→
令和２年度  60万人

レストラン・ショップの売上
げアップ
平成27年度　5,835万円→
令和２年度 10,143万円

関西圏での知名度アップ
平成27年度　20％→
令和２年度  50％

令和２年度
　　　25.3万人

令和２年度
　　8,861万円

令和２年度
　　　40.6％

地方創生拠点整備交付金
の活用により、おおむね全
体の計画どおりに進行し
たものの、新型コロナ感染
症対策による休館や入場
者制限などにより、入館者
数・売上等は思うように伸
びなかった。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

今回の交付金の活用効果
を今後も継続してPRし、
Afterコロナ後の来館者増
につなげる。

2

生産基盤
強化対策
事業（キャト
ル・ステー
ション整備
推進事業）

■近江牛を核とした魅力ある滋賀
づくりを推進し、畜産業はもとより
関連産業の発展を図ることによ
り、滋賀県の魅力を発信し、近畿
をはじめとした都市部の若者の滋
賀県への就労を促進し、人口増加
を図るとともに所得の向上につな
げる

キャトルステーションで哺
育・育成した和牛子牛の販
売額（累計）
平成27年度　0千円→
令和２年度 504,468千円

近江牛の流通額の増加額
平成27年度　917,097千円
→
令和２年度 2,081,257千円

観光消費額の増加額
平成27年度 1,583億円→
令和２年度 1,700億円

令和２年度
　　　　105,304千円

令和２年度
　　　　　77,487千円

令和２年度
　　　　　1,329億円



今後の方針 今後の方針の理由

実施結果を踏まえた事業の今後について
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

KPIへの貢
献

施策としての有効性等

4

「近江の地
酒」醸造技
術強化推
進事業

■県内醸造所の醸造技術および
酒質の向上を通じ、高付加価値製
品の開発に寄与する

特定名称酒の売上（累計）
平成27年度　　　0千円→
令和２年度　120,000千円

特定名称酒の開発（累計）
平成27年度　　　　　0種→
令和２年度　　　　　4種

全国新酒鑑評会で金賞受
賞数（累計）
平成27年度　　　　　３社→
令和２年度　　　　11社

（累計）0千円
（令和２年度 0千
円）
※令和２年度の実
績は令和３年12月
に確定する。

（累計）７種
（令和２年度 ３種）

（累計）５社
（令和２年度 ２社）
※令和元年度は、
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影
響により入賞のみ
の審査で金賞授与
は中止。入賞受賞
数は７社。

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

　本事業で整備した「日本
酒醸造試験室」を利活用
して新規の県オリジナル
醸造用酵母の開発評価試
験等を６回実施。また、試
験結果から県内醸造所が
冬季に実地醸造試験を累
計１３試験を実施。結果が
良かった試験から４銘柄
が新商品として発売。その
他の醸造試験酒も既存自
社ブランドで製品化され、
KPIの効果発現につながっ
た。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

　試験醸造設備の調整と
マニュアルが整備でき、県
内醸造所が醸造試験を実
施できるようになった。
　引き続き醸造試験を実
施するとともに、県内醸造
所を対象とした研修会を
県酒造組合と協働で実施
して県産酒の発展に努め
る。



今後の方針 今後の方針の理由

実施結果を踏まえた事業の今後について
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

KPIへの貢
献

施策としての有効性等

令和２年度
12.04％
（H30:60,686百万円
→R1:65,613百万
円）

令和２年度 　5.7％

※R2年データによ
る数値

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

平成30年6月に開所した
新庁舎の設備・機能を活
用して各種事業を実施し
ており、地場産業である
「薬業」の振興、地域経済
の活性化に有効である。

※地場製薬企業の生産金
額は前年より増加している
（H30:60,686百万円→
R1:65,613百万円）が、国
の集計方法の変更もあ
り、滋賀県全体の生産金
額が、増加したため構成
割合としては減少した。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

関係団体等と連携を密に
して、新庁舎を活用した事
業展開により、更なる薬業
振興を図る。

6

「（仮称）滋
賀のくすり
振興プラ
ザ」整備事
業（滋賀県
薬業技術
振興セン
ター）

■本県の代表的地場産業「薬業」
を振興させ、地域経済の活性化、
地域のイメージアップを図る

地場製薬企業の生産金額
（構成割合の増加）
平成28年度　27.40％→
令和３年度  27.90％

医薬品生産金額の全国シェ
ア（シェア率の増加）
平成28年度 3.2％→
令和３年度 3.7％

5

ICTを活用
した高収益
農業推進
拠点整備
事業

■栽培環境の見える化やデータを
活用した農業経営の普及により農
村地域での高収益農業を実践す
る。

ICTを活用し新たな取組を
実践する園芸農業者による
園芸生産額の増加
平成28年度　0千円→
令和２年度　510,000千円

ICTを活用する水田農業の
担い手数の増加（30ha以上
の経営規模の土地利用型
農業）
平成28年度　　5人→
令和２年度　95人

移住に取り組む市町への市
外からの移住農業者数
平成28年度　　0人→
令和２年度　15人

令和２年度
　　　556,000千円

令和２年度
　　　　189人

令和２年度
　  　16人(累計）

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

今後、活力ある農村を創
造、持続していくには、新
たな担い手を確保し、確実
に収益の上がる生産性の
高い農業の推進が不可欠
である。そのためにはICT
による栽培環境の見える
化やデータを活用した農
業経営の普及を進めるこ
とが必要であり、そのため
の施設を整備することが
でき、施策として有効で
あった。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

今後も、平易かつ高い生
産性のある栽培管理技術
を実証、伝承するための
施設として活用し、ICT農
業の普及・推進を図ってい
くため。



今後の方針 今後の方針の理由

実施結果を踏まえた事業の今後について
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

KPIへの貢
献

施策としての有効性等

令和２年度
　　35,590千円

令和２年度
　　69人

令和２年度
　　1品種

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

トマトおよびイチジクの減
農薬技術の研究、環境制
御による増収技術の研究
を実施中であり、イチゴの
新品種についても1系統を
育成することができた。今
後の園芸生産者の育成・
確保を行うための研究開
発拠点の整備ができ、施
策として有効であった。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

引き続き、整備した研究拠
点で、技術開発を行い、園
芸生産者の育成・確保を
行うとともに、本県オリジ
ナルのイチゴ新品種の現
地導入に向けた準備を進
めるため。

8

滋賀県先
進的園芸
技術研究
開発拠点
整備事業

■滋賀県の園芸生産を飛躍的に
拡大するため、県農業技術振興セ
ンターに先進的園芸栽培の研究
開発拠点を整備する。この施設に
おいて本県農業の特徴である環境
負荷の小さい栽培技術、かつ省力
的で収益性の高い栽培技術の開
発を加速化し、新たな園芸生産者
を育成・確保することで、新たな園
芸産地を育成し本県農業の生産
性革命を図る。

当研究施設で研究開発され
た技術を導入した新規就農
者の園芸生産額の増加
平成29年度　0千円→
令和４年度　210,000千円

新たに先進技術を取り入れ
た施設園芸農家の増加数
平成29年度　0人→
令和４年度　100人

イチゴオリジナル品種の開
発数
平成29年度　０品種→
令和４年度　１品種

7

高度モノづ
くり試作開
発センター
整備事業

■県内モノづくり産業のイノベー
ションを飛躍的に推進し、県内企
業の生産性革命につなげる事で、
県内製造業の生産量を拡大し従
業員の所得の向上にもつなげる。

本施設開設から調査時まで
の利用数上位20社の調査
年度の新製品・改良品数
（累計）
平成29年度　0個→
令和４年度　44個

本施設開設から調査時まで
の利用数上位20社の製造
品出荷額の対前年度増加
率（累計）
平成29年度　1.18%→
令和４年度　4.72%

本施設開設から調査時まで
の利用数上位20社の現金
給与の対前年度増加率（累
計）
平成29年度　0.29%→
令和４年度　1.16%

令和元年度 70個
令和２年度 11個
累計 81個

令和元年度 3.6％
令和２年度  -8.2％
累計  -4.9％

令和元年度 8.1％
令和２年度 1.3％
累計  9.5％

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

　高度モノづくり試作開発
センターの整備状況につ
いてセンターの広報誌や
来所者への案内を行っ
た。その結果、KPIの中間
値で一部 コロナ禍の影響
は見られたものの、高度モ
ノづくり試作開発センター
内の設備機器を県内企業
の課題解決に積極的に利
用していただくなど、欠くこ
とのできない施設として有
効に活用することができ
た。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

　今後も企業の課題解決
につながるように、設備開
放、技術支援などを進め
ることで、モノづくり産業の
イノベーションを推進して
いきたい。



今後の方針 今後の方針の理由

実施結果を踏まえた事業の今後について
事業名 事業概要 事業目標 実施結果

KPIへの貢
献

施策としての有効性等

9

ふるさとの
セタシジミ
増殖拠点
整備事業

■セタシジミの種苗生産技術開発
拠点である滋賀県水産試験場の
既存施設を模様替えし、餌（植物
プランクトン）の培養、水質管理お
よび水温調整を集約的に行える施
設を整備する。これにより種苗の
生産効率を高め、現状の2倍とな
る2,400万個の種苗生産を可能と
する。

拠点整備により増産したセ
タシジミ種苗の放流漁場
（70ha）への累積放流量
平成30年度　０万個→
令和５年度　4,800万個

放流漁場におけるセタシジ
ミ若貝の生息密度
平成30年度　０個体/㎡→
令和５年度　0.95個体/㎡

放流漁場における漁期当
初のセタシジミ操業1時間あ
たり漁獲量
平成30年度　０kg→
令和５年度　4.2kg

令和２年度
　　　1,262万個

事業によるＫＰＩへ
の効果発現は、令
和４年度からの見
込み

事業によるＫＰＩへ
の効果発現は、令
和５年度からの見
込み

本事業が総
合戦略の
KPI達成に
有効であっ
た

令和２年３月に施設が完
成し、昨年５月から本施設
を活用してセタシジミの種
苗生産に取り組んでいる。
琵琶湖漁業にとって重要
な水産資源であるセタシジ
ミを回復させるためには、
種苗生産放流は有効な手
段であり、本施設を活用す
ることにより資源回復を目
指す。

③特に見直
しをせず事
業を継続す
る

当面は目標量どおり種苗
生産放流を実施していく
が、別途種苗生産に関す
る技術開発を進めている
ところであり、その進捗に
よっては、さらに効率的な
手法で種苗生産放流を展
開し、セタシジミの生息密
度や漁獲量の回復を図
る。



地域再生計画（地方創生推進交付金）中間評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 中間実績 基準年度

大河ドラマの放送など、本県の観光に
とって千載一遇の年であったにもかかわ
らず、新型コロナウイルス感染症の拡大
に伴う緊急事態宣言による移動の自粛
等の影響を大きく受け、指標１～３は目
標を大きく下回った。最終年度の目標達
成に向けて、.コロナ禍を踏まえた効果的
な事業等を進めていく。

-

177 Ｒ３

△

- -

△

-

1,957 Ｒ３

440 Ｒ３ △

地域再生計画名 「戦国・琵琶湖」体験・体感ツーリズム深化プロジェクト

滋賀県総合企画部長

滋賀県

中間評価 中間目標値の実現状況に関する評価
基準値 中間目標値 最終目標値

指標

都道府県名

計画期間

滋賀県

H31～R３

①地域再生計画に記載した数値目標の現
状状況

-

-

H30 - - -

-

-

-

H30 - - -

-

指標２

戦国にまつわる観光施設の
観光入込客数（万人）

指標１ H30

-

観光消費額（億円） 1,793

171

-

指標３ 延べ宿泊者数（万人） 387

②地域再生計画に記載した数値目標以外
の波及効果の実現状況

計画外で独自に実施した事業 なし

指標１ -

事業の進捗状況とその評価事業名 取組内容
③事業の進捗状況

特別措置を適用して行う事業

・戦国時代をテーマにしたプロ
モーション
・宿泊・滞在型観光の充実
・インバウンド対応と受け入れ
環境の整備

「戦国・琵琶湖」体験・体感ツーリズム深化プ
ロジェクト

「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」として、戦国の史跡等を巡るデジタルスタンプラリーや夜間ライ
トアップの企画等、三密を避けたコロナ禍における誘客促進を行った。
また、コロナ禍でイベントの中止や規模縮小を余儀なくされたものの、各地域で戦国という統一
テーマで様々なイベントを展開できたことで県内の魅力再発見、再評価につながったと考える。

⑦今後の方針等

人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会において評価を行う。

毎年度、ホームページ等で公表

地方創生の目標の達成に向けて有効であった。

今後はコロナ禍を経て、これまで以上に県内観光事業者が連携し、滋賀ならではの観光を創出、推進する機運が高まっていることから、これまでの取組を活かしつつ、滋賀なら
ではのツーリズム「シガリズム」を共通コンセプトとして打ち出し、推進する。

⑤中間評価の公表方法

⑥全体計画の総合評価

④評価方法



地域再生計画（地方創生推進交付金）中間評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 中間実績 基準年度

令和２年度末実績が289人と、目標の200人
を上回っており、最終目標も達成できる見込
みである。

-

355 Ｒ３

△

新型コロナに伴う入国制限の影響により、令
和２年度末実績が20,011人と、目標の
20,453人を下回っており、最終目標も達成で
きない見込みである（令和３年10月31日まで
に制限が著しく緩和されるとは考えられない
ため）。

- -

〇

-

22,605 Ｒ３

600 Ｒ３ 〇

令和２年度末実績が996人と、目標の400人
を大きく上回っており、すでに最終目標も達
成している。このことは、他団体からの講演
依頼が想定より多かったことが影響してい
る。

地域再生計画名 外国人材受入プロジェクト

滋賀県総合企画部長

滋賀県

中間評価 中間目標値の実現状況に関する評価
基準値 中間目標値 最終目標値

指標

都道府県名

計画期間

滋賀県

H31～R３

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

-

-

H30 - - -

-

-

-

H30 - - -

-

- -

指標２

外国人材受入サポートセン
ターで支援した事業所におけ
る新規外国人雇用者数（人）

指標１ H30

-

外国人雇用状況の外国人労
働者数（人）

17,238

0

-

指標４
外国人材の雇用や受入環境
整備等に関するセミナーの
出席者数（人）

0

指標３
外国人材受入サポートセン
ター相談件数（件）

0 H30

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

計画外で独自に実施した事業 なし

その他の事業

指標１ -

事業の進捗状況とその評価事業名 取組内容
③事業の進捗状況

特別措置を適用して行う事業

・滋賀県外国人受入サポートセ
ンターの設置・運営
・既存の就労支援窓口における
多言語対応
・ベトナムにおける人材マッチン
グイベントの開催

外国人材受入プロジェクト

指標１，３，４については、いずれも目標を達成できる見込みであり、想定以上の事業効果を生むことがで
きたと評価できる。アウトカム指標である指標１が達成できた要因としては、主たる活動である行政書士等
による相談対応をアウトリーチ型で行ったことにより、潜在ニーズを発掘できたことが主な要因と思われ
る。新型コロナ感染拡大に伴う入国制限の影響により、指標２労働者数は減少しているものの、外国人を
雇用する事業所の数は、継続して増加傾向にある。特に、従業員数30人未満の事業所は、2019年度から
2021年度までで869事業所から1,214事業所に増加しており、本事業のメインターゲットである中小企業・小
規模事業所における外国人雇用の促進が進んでいることの表れといえる。

なし

⑦今後の方針等

人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会において評価を行う。

毎年度、ホームページ等で公表

上記事業評価のとおり、想定以上の効果を生むことができたと評価できる。

想定以上の効果を生むことができたと評価できることから、今後は取組を更に高度・深化させていく。

⑤中間評価の公表方法

⑥全体計画の総合評価

④評価方法

- 1,500 Ｒ３ 〇
令和２年度末実績が1,253人と、目標の
1,000人を上回っており、最終目標も達成で
きる見込みである。



地域再生計画（地方創生拠点整備交付金）中間評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 中間実績 基準年度

⑦今後の方針等

人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会において評価を行う。

毎年度、ホームページ等で公表

県農業技術振興センターに、先進的園芸技術研究開発拠点を整備することで、高生産性技術や減農薬、高付加価値化技術の開発を大きく進めることができた。

引き続き、技術開発を行うとともに現地での効果実証を行うことで技術の普及拡大を進め、園芸生産額の増加につなげていきたい。

⑤中間評価の公表方法

⑥全体計画の総合評価

④評価方法

事業の進捗状況とその評価事業名 取組内容

本県園芸生産を飛躍的に拡大
するため、野菜（トマト。イチゴ
など）や果樹（モモ、イチジクな
ど）の飛躍的な収量向上や超
減農薬を実現する技術開発を
行う。

③事業の進捗状況

特別措置を適用して行う事業

県農業技術振興センターに、先
進的園芸技術研究開発拠点を
整備し、農業者、民間事業者、
大学、他研究機関等と連携し、
高生産性技術や高付加価値
化、超減農薬技術等の開発を
行う。

滋賀県先進的園芸技術研究開発拠点整備
事業

超音波によるうどん粉病耐性技術や静電気を用いた害虫防除技術の開発による減農薬技術の開
発等を進めている。また、環境制御により低段栽培を組み合わせたトマトの収量向上技術の開発
などを進めている。また、開発されたイチゴオリジナル品種による滋賀県産イチゴの高付加価値化
を進めるため、今後、品種特性にあった栽培技術の開発を進める。

イチジクの年2回収穫については、選定時期の検討を進めているが、収穫時期、収量、品質等に課
題が残るため、現場での活用しやすい品目などの検討も今後行っていく予定。また、ロボット除草
機の導入による減農薬技術の開発等も併せて進めているところ。

野菜・果樹における先進的園芸技術研究開
発事業

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

計画外で独自に実施した事業 なし

その他の事業

指標１ -

指標２

当研究施設で研究開発され
た技術を導入した新規就農
者の園芸生産額の増加（千
円）

指標１ H29

-

新たに先進技術を取り入れ
た施設園芸農家の増加数
（人）

0

0

-

指標３
イチゴオリジナル品種の開発
数（品種）

0 H29

35,590

-

H29 30 R2 69

60,000

-

R2

-

0 R2 1

都道府県名

計画期間

滋賀県

H30～R４

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

地域再生計画名 滋賀の園芸農業生産性革命プロジェクト

滋賀県総合企画部長

滋賀県

中間評価 中間目標値の実現状況に関する評価
基準値 中間目標値 最終目標値

指標

目標値には届かなかったが、生産技術
不足による新規就農者の所得が低い課
題に対応するため技術導入による生産
額増加に結び付けることができた。引き
続き技術開発とともに技術導入をさらに
進め、園芸生産額の増加につなげる。

-

210,000 Ｒ4

○

環境のモニタリングおよびCO2や温湿度
などの環境制御技術が浸透し、一部で
は遠隔操作まで実施される農家が出て
きた。引き続きモニタリング情報の活用
方法等を支援することで取組農家を増
やしていく。

- -

△

-

100 Ｒ4

1 Ｒ4 ○

イチゴオリジナル品種として有望系統を
1系統に絞ることができた。今後、種苗
登録を進め、R5年販売に向けて苗の供
給体制等の整備を行っていく。



地域再生計画（地方創生拠点整備交付金）中間評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 中間実績 基準年度

⑦今後の方針等

人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会において評価を行う。

毎年度、ホームページ等で公表

高度モノづくり試作開発センターの整備状況についてセンターの広報誌や来所者への案内を行った。その結果、コロナ禍の影響は見られたものの、高度モノづくり試作開発セン
ター内の設備機器を県内企業の課題解決に積極的に利用していただくなど、欠くことのできない施設として有効に活用することができた。

　今後も企業の課題解決につながるように、設備開放、技術支援などを進めることで、モノづくり産業のイノベーションを推進していきたい。

⑤中間評価の公表方法

⑥全体計画の総合評価

④評価方法

事業の進捗状況とその評価事業名 取組内容

滋賀県工業技術総合センター
に設置された装置・施設が有効
に活用され、企業の技術力が
向上する事を目指して、テーマ
ごとに半日から1日単位の機器
や施設を中心とした企業向け
の実習と講習からなる技術研
修を実施する。

③事業の進捗状況

特別措置を適用して行う事業

３Ｄ計測・試作ラボ、性能評価ラ
ボ、耐久性ラボと目的ごとに部
屋を区切り、目的達成に必要な
防音や温度管理などを施し、新
機能のため必要な機器を新た
に設置し建屋全体を高度モノづ
くり試作開発センターとする。

高度モノづくり試作開発センター整備事業

高度モノづくり試作開発センターを整備するとともに、最新の試験研究装置を設置した。設置した装
置については、調整およびセンター職員の操作技術の習得が完了し、県内の中小企業等に活発に
利用していただいており、順調に事業を遂行できている。

高度モノづくり試作開発センターに設置した装置などを有効に活用するための技術研修を以下のと
おり実施した。
　　令和元年度  9回、 令和２年度  9回
この結果、高度モノづくり試作開発センター設置装置の有効活用と県内の中小製造業を支える技術
人材の育成を行うことができた。

モノづくり技術力向上のための「技術研修」
事業

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

計画外で独自に実施した事業 なし

その他の事業

指標１ -

指標２

本施設開設から調査時まで
の利用数上位20社の調査年
度の新製品・改良品数（個）

指標１ H29

-

本施設開設から調査時まで
の利用数上位20社の製造品
出荷額の対前年度増加率
（％）

1.18

0.00

-

指標３
本施設開設から調査時まで
の利用数上位20社の現金給
与の対前年度増加率（％）

0.29 H29

令和元年度
70個

令和２年度
11個

累計 81個

-

H29 - R2

令和元年度
3.6％

令和２年度
-8.2％

累計  -4.9％

-

-

R2

-

- R2

令和元年度
8.1％

令和２年度
1.3％

累計  9.5％

都道府県名

計画期間

滋賀県

H30～R４

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

地域再生計画名 滋賀県方式・高度モノづくりイノベーション推進拠点整備計画

滋賀県総合企画部長

滋賀県

中間評価 中間目標値の実現状況に関する評価
基準値 中間目標値 最終目標値

指標

最終目標値44個に対して、中間実績81
個となっており、順調に事業を遂行でき
ている。

-

44.00 Ｒ4

△

最終目標値4.72％に対して、中間実績 -
4.9％となった。昨年度大きく減少してお
り、コロナ禍の影響からやむを得ないと
考えるが、来年度も引き続き事業を遂行
していきたい。

- -

〇

-

4.72 Ｒ4

1.16 Ｒ4 〇
最終目標値1.16％に対して、中間実績
9.5％となっており、順調に事業を遂行で
きている。



地域再生計画（地方創生推進交付金）中間評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 中間実績 基準年度

-

- 468,540 Ｒ３ 〇
中間年度では、若干目標を下回ってい
るが最終年度の目標達成に向けて、取
組を進める。

⑦今後の方針等

人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会において評価を行う。

毎年度、ホームページ等で公表

地方創生の目標達成に向けて、効果的に事業実施できている。

　「健康しが」の実現に向けて、学校給食や文化財、スポーツ等を活用した取組を引き続き実施していくとともに、「健康しが」共創会議参画団体とのつながりやネットワークづ
くりを促すための取組を進める。共創会議を通じた出会いやアイデアを安定的・継続的な取組として定着化を図るため、自走化につながる取組を強化する。

⑤中間評価の公表方法

⑥全体計画の総合評価

④評価方法

事業の進捗状況とその評価事業名 取組内容
③事業の進捗状況

特別措置を適用して行う事業

・食生活の改善を県民が実践し
ていくための取組
・運動習慣の改善を県民が実
践していくための取組
・高齢者が健康を実感できる取
組の推進
・県民みんなで「健康しが」に取
り組むための仕組みの構築

要因分析を活用した健康寿命延伸プロジェ
クト

「健康しが」の取組を推進するため、企業や市町、大学、地域団体等が連携して、食生活、運動
習慣の改善等に取り組むことができたことから、県民みんなで「健康しが」に取り組むための仕
組みの構築に有効であった。

なし

事業の参加・体験者延数を
46万人とする。（人・延）

107,250 H30

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

計画外で独自に実施した事業 なし

その他の事業

指標１ -

-

-

-

指標２

男性の健康寿命（年）指標１ H30

-

女性の健康寿命（年） 84.38

80.43

-

指標４
事業に協働する民間事業者
を350者に増加させる。（者・
実）

118

指標３

-

-

-

H30 - -

- -

-

H30 - -

都道府県名

計画期間

滋賀県

H31～R３

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

地域再生計画名 要因分析を活用した健康寿命延伸プロジェクト

滋賀県総合企画部長

滋賀県

中間評価 中間目標値の実現状況に関する評価
基準値 中間目標値 最終目標値

指標

-

81.09 Ｒ３

△

- -

△

-

84.75 Ｒ３

350 Ｒ３ 〇
中間年度では、コロナ禍の影響を受け
つつも取組に協働する事業者目標を上
回って推移している。

.新型コロナウイルス感染症の拡大の影
響による自粛生活が一定影響を与え
た。



地域再生計画（地方創生拠点整備交付金）事後評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 基準年度

新「琵琶湖博物館」創造　第３期
・「Ａ展示室」と「Ｂ展示室」の再
構築

　琵琶湖の魅力の発信力を強化するため、琵琶湖のおいたちを紹介する「Ａ展示室」、人と琵琶
湖の歴史を紹介する「Ｂ展示室」の再構築を行う。平成30年度に実施設計が完了し、令和２年
度のオープンを目指し整備を進めているところである。

- - -

③事業の進捗状況
事業名 取組内容 事業の進捗状況とその評価

特別措置を適用して行う事業
新「琵琶湖博物館」創造（琵琶湖・滋賀の魅
力発信による観光交流拠点整備）

【交付対象：平成29年度分】
・団体客用の昼食・休憩スペー
スの整備
・琵琶湖が眺望でき森を観察
できる「樹冠トレイル」の新設
・「レストラン・ショップ」「おとな
のディスカバリー」等の交流空
間の再構築

　団体客用の昼食・休憩スペースの整備、琵琶湖が眺望でき森を観察できる「樹冠トレイル」の
新設、「レストラン・ショップ」「おとなのディスカバリー」等の交流空間の再構築について、平成29
年度末の工事の出来高が目標に達し、計画どおり進めることができた。

その他の事業

新「琵琶湖博物館」創造（琵琶湖・滋賀の魅
力発信による観光交流拠点整備）

【交付対象外：平成30年度分】
・琵琶湖が眺望でき森を観察
できる「樹冠トレイル」の新設
・「レストラン・ショップ」「おとな
のディスカバリー」等の交流空
間の再構築

　団体客用の昼食・休憩スペースの整備、琵琶湖が眺望でき森を観察できる「樹冠トレイル」の
新設、「レストラン・ショップ」「おとなのディスカバリー」等の交流空間の再構築について、平成30
年度に工事が完了し、「観光交流拠点」「教育旅行の一大拠点」の機能整備が図れ、来館者数
増、レストラン・ショップの売上げ増、知名度向上につながった。

- - - -

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

25.3

8,861

40.6

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

指標１ - - -

10,143 △

指標３
関西圏での知名度アップ
（％）

20 H27 R2 50 R2 △

レストラン・ショップの売上げ
アップ（万円）

5,835 H27 R2 R2

最終目標値の実現状況に関する評価

指標１ 来館者数アップ（万人） 34 H27 R2 60 R2

指標
基準値 最終実績値 最終目標値

事後評価

△
新型コロナウイルスの感染拡大による
休館や人流抑制措置等により来館者数
が大きくこち込んだ。それに伴い、レスト
ラン・ショップの売り上げも目標に達する
ことができなかった。合わせて広報活動
も一定制限されることにより、知名度
アップも目標まで達することができな
かった。一方で、新型頃ウイルス感染症
が拡大する前の中間評価時点までは、
目標達成に向けて順調に推移していた
ことから評価は△とする。

指標２

計画期間 H28～R2 滋賀県総合企画部長

都道府県名 滋賀県 滋賀県 地域再生計画名 新琵琶湖博物館創造計画



⑦今後の方針等 　アフターコロナも見据えて、広報・メディア戦略の展開、修学旅行の誘致など誘客にかかる取組を実施する。

④評価方法 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会および県の附属機関である滋賀県立琵琶湖博物館協議会において評価

⑤事後間評価の公表方法 評価結果や議事録等をホームページで公表

⑥全体計画の総合評価
　地方創生拠点整備交付金の活用により、おおむね全体の計画どおりに進行している。また、メディアを活用した広報活動や団体の誘客を促進することで、ハード事業とソ
フト事業を合わせた地方創生の取組を進めることができている。

計画外で独自に実施した事業
なし

新琵琶湖博物館創造推進事業
・広報・メディア戦略の展開
・県外からの教育旅行の誘致

　平成30年度は、第２期整備に合わせ、テレビ番組取材誘致、ＷＥＢ公告、新聞広告など県内
および関西圏に向けた発信により認知度向上および来館者増を図った。また、びわこビジター
ズビューロと連携した修学旅行の誘致や旅行会社に団体旅行造成の依頼を行うなど団体客誘
致の取り組みを行った。今後も引き続き、第３期整備や博物館固有の魅力・資源を活かした広
報事業を展開していく。



地域再生計画（地方創生拠点整備交付金）事後評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 基準年度

計画期間 H28～R2 滋賀県総合企画部長

都道府県名 滋賀県 滋賀県 地域再生計画名 「近江の地酒」醸造技術強化推進計画

最終目標値の実現状況に関する評価

指標１
特定名称酒の出荷割合（千
円）（累計）

0 H27 R2 120,000 R2

指標
基準値 最終実績値 最終目標値

事後評価

△

　指標１の目標値への効果出現は令和
２年度は、令和３年１２月以降であり、現
時点では算出ができない。
　試験醸造を進め、成果の蓄積と普及
に努め、事業後も製造販売される新酒
へと試験成果を反映させる。

R2 ◯

　県内醸造所が冬季に実地醸造試験を
累計１３試験を実施。結果が良かった試
験から４銘柄が新商品として発売。その
他の醸造試験酒も既存自社ブランドで
製品化された。

指標３
全国新酒鑑評会で金賞受賞
数（社）（累計）

3 H27 R2 11 R2 ◯

　令和元年度は、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響
から審査がされなかった。引き続き醸造
試験を実施するとともに、県内醸造所を
対象とした研修会を県酒造組合と協働
で実施して県産酒の発展に努める。

指標２
特定名称酒の開発（種類）
（累計）

0 H27

- - - -

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

指標１ - - -

4R2

- - -

③事業の進捗状況
事業名 取組内容 事業の進捗状況とその評価

特別措置を適用して行う事業

「近江の地酒」醸造技術強化推進事業

計画外で独自に実施した事業 なし

　県内酒造業者が日本酒の試
験醸造が可能な環境を整備
し、年間を通じて試験可能な環
境を整備する。

　試験醸造施設設置後は、各施設・装置の試運転と醸造所が利用しやすいマニュアルの作成を
行い完了した。次いで、施設がスムーズに試験ができるように、独自に新規開発した醸造用酵
母の評価試験を行いながら運用の改善、マニュアルの修正を行った。　さらに、試験醸造で製
造した日本酒の評価を行うための香り成分分析装置や味認識装置などを整備し、施設の高度
化に繋げた。

　

（累計）0千円
（令和２年度 0千円）

（累計）７種
（令和２年度 ３種）

（累計）５社
（令和２年度 ２社）
※令和元年度は、新型
ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響により
入賞のみの審査で金賞
授与は中止。入賞受賞
数は７社。

④評価方法 滋賀県酒造技術研究会（県酒造組合・県工業技術総合センター）において結果について評価

その他の事業 酒造技術高度化指導事業

　県内醸造所の酒造技術およ
び酒質の向上を目指すための
技術振興として清酒醸造用酵
母の分譲や酒造技術研究会の
運営を支援する。

　地方創生拠点整備交付金で整備した日本酒醸造施設は、酒造技術研究会をとおして、当セン
ターが実施する試験結果の技術移転や醸造所自らが実施する試験への支援を実施している。
各醸造所では酒造技術および酒質の向上のため当センターと連携して共同研究を実施して新
製品開発等熱心な取り組みが発生している。



⑦今後の方針等
　試験醸造施設を活用し、県と醸造所が協働で酒造の新技術開発の実証実験を行い、伝統的で丁寧な醸造を貫きつつ、そこに実証試験に基づいた試験醸造データを取り
入れ、現場の生産に活かす。併せて県産の酒造好適米を使用した吟醸酒や純米酒等の高付加価値かつ高価格帯の日本酒の開発を進め、「農業」「観光産業」「外食産業」
「物産」の振興に寄与し、滋賀県全体への地域活性化に繋げる。

⑤事後評価の公表方法 工業技術総合センターが数値把握時点で当センターのホームページにより公表

⑥全体計画の総合評価
　地方創生拠点整備交付金の活用により、概ね計画の通りに進行した。平成２９年度に整備した清酒の試験醸造施設は、試験運転、調整を行い、次いで、各施設・装置のマ
ニュアルを作成した。また、日本酒の香りを分析する香気成分分析装置や味認識装置を新規導入して試験醸造施設の高度化を図った。また、酒造組合、酒造技術研究会と
連携して取り組むことにより新たな製品等を創出することが可能となった。



地域再生計画（地方創生拠点整備交付金）事後評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 基準年度

計画期間 H28～R2 滋賀県総合企画部長

- -

最終目標値の実現状況に関する評価

指標１
キャトル・ステーションで哺
育・育成した和牛子牛の販
売額（千円）

0 H27 R2 504,468 R2

指標
基準値 最終実績値

都道府県名 滋賀県 滋賀県 地域再生計画名 近江牛を核とした魅力ある滋賀づくりプロジェクト

最終目標値
事後評価

〇
　家畜市場に加え、畜産技術振興センター独自の子牛販売会を開催し、多くの生産
者に両立な子牛を供給することができた。

指標２
近江牛の流通額の増加額
（千円）

917,097 H27 R2 2,081,257 R2 △- -
　低温保存胚の活用など、和牛胚生産技術の確立により、県内での子牛生産～出
荷までの和牛一貫生産体制が構築できたことにより、R元年度に概ね最終目標値に
達したが、コロナウイルス感染症の影響により、流通額は一時的に減少している。

R2 △- -指標３ 観光消費額の増加額（億円） 1,583 H27 R2

　令和元年度の観光消費額（見込み）は2,039億円となり、最終目標値を既に超えた
が、その後のコロナウイルス感染症の世界的流行による人流抑制により、令和2年
度は1,329億円に低下し、最終目標を下回ることになった。コロナの影響は不可避で
あるが、状況の変化に合わせ、今後の動向を注視する必要がある。

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

指標１ - - - - - - -

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

- - -

1700

③事業の進捗状況
事業名 取組内容 事業の進捗状況とその評価

特別措置を適用して行う事業 ■効率的な和牛胚の生産体制の確立
による近江牛の新たなビジネス展開（生
産基盤強化対策事業）

・近江牛の肥育素牛の新たな生産体制を確立
・県内での子牛生産・育成・肥育・出荷の一貫
体制の確立
・畜産業界が一体となった新ビジネスの展開

　レシピエントとなる乳用雌牛の不足や受胎率等の課題により、胚移植の取組みが目標どおり進まなかったが、家畜人工授精師を対
象とした
低温保存胚の技術研修など、胚移植技術の向上に向けた取り組みを進めた結果、受胎率が徐々に上昇、胚の供給数も伸びている
が、今後も授精師への研修や農家への啓発を継続し、理解を深める必要がある。

その他の事業

生産基盤強化対策事業（キャトル・ス
テーション整備推進事業）

・近江牛の肥育素牛の新たな生産体制を確立
・県内での子牛生産・育成・肥育・出荷の一貫
体制の確立
・畜産業界が一体となった新ビジネスの展開

　和牛子牛の哺育・育成を担う拠点施設であるキャトル・ステーションを整備し、県下全域の酪農家への胚移植等で生産した和牛子牛
を集めることは、近江牛の生産構造のイノベーション、安定生産による生産額の向上に加え、酪農家の収益向上、近江牛と滋賀の観
光素材とのコラボレーションによる観光価値の上昇など、”魅力ある滋賀づくり”につながる施策として有効であった。
　良質な子産を家畜市場や販売会で安定的に供給することにより、キャトル・ステーションの利用拡大を引き続き進めていく。

「近江牛」ブランド力磨き上げ事業
近江牛の地理的表示保護制度の円滑な運用
体制構築に対し支援を行う

　地理的表示（GI)保護制度登録団体が行う、会議や検討会の開催等GIの円滑な運用にかかる取組みに対して支援することで、GIに登
録された近江牛のブランド力の磨き上げにつながった。

近江牛魅力発信事業

⑦今後の方針等 　近江牛の生産基盤安定化とブランド力の向上は、滋賀県全体の魅力向上につながるものであることから、KPIの最終目標の達成に向けて、引き続き県、市町、関係団体と一体となって事業に取り組む。

④評価方法 毎年度、各指標の集計を行い、結果について評価、人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会において評価

⑤事後評価の公表方法 ホームページ等により公表

⑥全体計画の総合評価
　地方創生推進交付金の活用により、本来の目的である、近江牛の安定生産の基となる良質な和牛子牛の供給は、運用開始後３年を経て軌道に乗りつつある。また、コロナウイルス感染症流行の影響により、消費に影響
は出ているが、新たな販売方法等への対応を続けつつ、近江牛を核とした魅力ある滋賀づくりを推進し、畜産業はもとより関連産業の発展を図ることにより、滋賀県全体の魅力発信につながっている。

・”近江牛”と”滋賀”を結びつけるための情報
発信
・生産者の思いを伝える映像や旅行予約サイ
トでの特集ページの掲載により、近江牛の魅
力を国内外へ発信。

　生産者の思いを伝える映像や、近江牛の魅力を伝えるためのポスターやファクトブックを製作するとともに、訪日外国人向け旅行予
約サイトで特集ページを掲載し、近江牛の魅力を国内外へ発信することができた。

計画外で独自に実施した事業 なし



地域再生計画（地方創生拠点整備交付金）中間評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 中間実績 基準年度

0

　平成30年の観光消費額（見込み）は1,799億円となり、最終目標値を既に超えてい
るが、引き続き取組を進める。

- - -

1,583 H27

-

-

- -

△

-

1700 R2 ○

地域再生計画名 近江牛を核とした魅力ある滋賀づくりプロジェクト

滋賀県総合企画部長

滋賀県

中間評価 中間目標値の実現状況に関する評価
基準値 中間目標値 最終目標値

R2

-
　受胎率等の課題により、胚移植の取組みが進まず、和牛子牛の集畜が目標に達
していないことから、家畜人工授精師を対象とした技術研修など、胚移植技術の向
上に向けた取り組みを進め、胚移植活用促進を図る。

504,468 R2

○
　効率的な和牛胚生産技術の確立により、県内での子牛生産～出荷までの和牛一
貫生産体制が構築できたことにより、概ね最終目標値に達しているが、引き続き取
組を進める。

指標３ 観光消費額の増加額（億円）

- - 2,081,257917,097

- -

都道府県名

計画期間

滋賀県

H28～R2

指標１

指標

キャトル・ステーションで哺
育・育成した和牛子牛の販
売額（千円）

事業の進捗状況とその評価事業名 取組内容

・近江牛の肥育素牛の新たな生産体制を確立
・県内での子牛生産・育成・肥育・出荷の一貫
体制の確立
・畜産業界が一体となった新ビジネスの展開

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況 近江牛の流通額の増加額

（千円）
指標２

H27 -

H27 -

-

- -

■効率的な和牛胚の生産体制の確立
による近江牛の新たなビジネス展開（生
産基盤強化対策事業）

　胚移植の取組みが受胎率等の課題により、目標どおり進んでいないことから、家畜人工授精師を対象とした技術研修など、胚移植
技術の向上に向けた取り組みを進める必要がある。

その他の事業

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

指標１

③事業の進捗状況

「近江牛」ブランド力磨き上げ事業

-

なし計画外で独自に実施した事業

特別措置を適用して行う事業

・近江牛の肥育素牛の新たな生産体制を確立
・県内での子牛生産・育成・肥育・出荷の一貫
体制の確立
・畜産業界が一体となった新ビジネスの展開

生産基盤強化対策事業（キャトル・ス
テーション整備推進事業）

近江牛の地理的表示保護制度の円滑な運用
体制構築に対し支援を行う

　地理的表示（GI)保護制度登録団体が行う、会議や検討会の開催等GIの円滑な運用にかかる取組みに対して支援することで、GIに登
録された近江牛のブランド力の磨き上げにつながった。

近江牛魅力発信事業

・”近江牛”と”滋賀”を結びつけるための情報
発信
・生産者の思いを伝える映像や旅行予約サイ
トでの特集ページの掲載により、近江牛の魅
力を国内外へ発信。

　生産者の思いを伝える映像や、近江牛の魅力を伝えるためのポスターやファクトブックを製作するとともに、訪日外国人向け旅行予
約サイトで特集ページを掲載し、近江牛の魅力を国内外へ発信することができた。

⑦今後の方針等

毎年度、各指標の集計を行い、結果について評価

ホームページ等により公表

　地方創生推進交付金の活用により、おおむね全体の計画通りに進行している。また、近江牛を核とした魅力ある滋賀づくりを推進し、畜産業はもとより関連産業の発展を図ることにより、滋賀県全体の魅力発信につながっ
ている。

　近江牛の生産基盤安定化とブランド力の向上は、滋賀県全体の魅力向上につながるものであることから、KPIの最終目標の達成に向けて、引き続き県、市町、関係団体と一体となって事業に取り組む。

⑤中間評価の公表方法

⑥全体計画の総合評価

④評価方法



地域再生計画（地方創生拠点整備交付金）事後評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 基準年 基準年度

- - -

③事業の進捗状況
事業名 取組内容 事業の進捗状況とその評価

特別措置を適用して行う事業
ICTを活用した高収益農業推進拠点整備事
業

　本県農業の試験研究・普及・
教育の拠点機関である農業技
術振興センターにＩＣＴ農業の推
進拠点として、新たに「ＩＣＴ農業
研修棟」と「ＩＣＴ園芸ハウス」を
整備し、民間事業者、大学、関
係機関等と連携し、ＩＣＴ農業の
研究・実証試験、農業者や指導
者への普及拡大を推進し、農
村地域の新たな担い手の育成
確保を図る。

継続して、県、民間事業者、関係機関等と連携し、ICT農業の実証試験等を農業技術振興セン
ターを拠点として実施しており、ICTによる栽培環境の見える化やデータを活用した農業経営の
普及を進めているところ。
今後も、平易かつ生産性の高い栽培管理技術を実証、伝承するための施設として活用し、ICT
農業の普及・推進を図っていきたい。

　ＩＣＴの研究に取り組む民間等
と連携し、ＩＣＴを活用した高収

- - - -

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

指標１ - - -

95H27 R2

最終実績値 最終目標値

115 R2 ○

自動直進田植え機やドローンを始めと
するICT機器の活用が実証段階から実
用段階へと移行していききつつあり、目
標を達成することができた。

指標３
移住促進に取り組む市町へ
の市外からの移住農業者数
（人）

0 H27 R2 15 R2 ○16

移住促進の事業部局と農地関係部局と
の連携が図れている市町など、体制が
徐々に整備されてきたことで、目標を達
成することができた。

指標２

ＩＣＴを活用する水田農業の
担い手数の増加（30ha以上
の経営規模の土地利用型農
家）（人）

5

計画期間 H28～R2 滋賀県総合企画部長

556000

最終目標値の実現状況に関する評価

指標１
ＩＣＴを活用し新たな取組を実
践する園芸農業者による園
芸生産額の増加（千円）

都道府県名 滋賀県 滋賀県 地域再生計画名 ＩＣＴを活用した高収益農業の推進と農村地域活性化プロジェクト

510,000 R2

事後評価

○
コロナ禍による販売額の減少が大き
かった事業者もあったが、ICTを活用す
ることで園芸生産額の増加が図れた。

指標
基準値

0 H27 R2



⑤事後評価の公表方法 ホームページ等により公表

⑥全体計画の総合評価 目標値をすべて達成できており、効果的な事業を実施することができた。

⑦今後の方針等 引き続き、農業技術振興センターを拠点としたICTの活用促進を図ることで、地域の担い手確保を進めていきたい。

計画外で独自に実施した事業 なし

④評価方法 外部有識者等を含む会議において結果について評価

その他の事業 ＩＣＴ活用による高収益農業強化推進事業

と連携し、ＩＣＴを活用した高収
益性農業の研究と実証、ＩＣＴ農
業を実践する人材育成と農村
地域での新規担い手の育成、Ｉ
ＣＴ農業を活用した新たなビジ
ネス創造の支援を行い、地域
資源を活かした魅力的で力強
い農業の創造を推進する。

継続して、県、民間事業者、関係機関等と連携し、ICT農業の実証試験等を農業技術振興セン
ターを拠点として実施しており、ICTによる栽培環境の見える化やデータを活用した農業経営の
普及を進めているところ。
農村地域の担い手確保のためには、ICTを活用した高収益農業の推進が重要であるため、農業
技術振興センターを拠点として、引き続き取り組みを進めていきたい。



地域再生計画（地方創生推進交付金）事後評価調書

事業実施主体

評価責任者

基準年 年度 基準年度

都道府県名 滋賀県 滋賀県 地域再生計画名 琵琶湖モデル・水環境ビジネス推進プロジェクト

〇
　最終目標を上回り目標を達成すること
ができた。

計画期間 H28～R2 滋賀県総合企画部長

0 H27 R2

最終目標値の実現状況に関する評価

指標１

「水環境ビジネス」の推進母
体である「しが水環境ビジネ
ス推進フォーラム」活動を通
じた商談件数（件）

0 H27 R2 1,080 R2

指標
基準値 最終実績値 最終目標値

最終評価

15 R2 △

　最終目標は下回ったが、平成30年、令
和元年と２件ずつ実用化しており、本事
業の後半においては取組効果が発現し
てきた。

指標３
琵琶湖漁業の漁獲量（外来
魚を除く）
（トン）

0 H27 R2 621.0 R2 △

　平成30年の漁獲量は770トンとなり、当
初目標より減少しているが、平成29年か
らは増加しており、本事業の取組効果が
徐々に表れている。

-209

指標２

「しが水環境ビジネス推進
フォーラム研究・技術分科
会」の取組を通じた研究成果
等の実用化の件数（件）

指標４
水環境ビジネスの売上高が1
億円以上の企業数の割合
（％）

0 H27 R24 2.5 R2 〇
最終目標を上回り目標を達成すること
ができた。

②地域再生計画に記載した数値目標以
外の波及効果の実現状況

指標１ - - - - - - -

①地域再生計画に記載した数値目標の
現状状況

1171

4

計画外で独自に実施した事業 なし

④評価方法 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会において評価

特別措置を適用して行う事業
琵琶湖モデル・水環境ビジネス推進プロジェ
クト

・「国立環境研究所琵琶湖分
室」の設置
・「しが水環境ビジネス推進
フォーラム研究・技術分科会」
において、共同研究等実施

共同研究の実施や産学官金連携により技術開発等を推進することは、琵琶湖の課題解決や水
環境ビジネス等を活性化する施策として有効であった。

その他の事業

- - -

③事業の進捗状況
事業名 取組内容 事業の進捗状況とその評価

なし



⑦今後の方針等

研究成果等を水環境ビジネスに係る技術開発等に確実ににつなげる取組が必要となる。
このことから、分科会において、産学官金連携の下、共同研究に加え、次の取組を推進することが重要。
○情報共有（フォーラムの開催、データベースの設置）
○コーディネーターによる支援
○プロジェクトチームによる技術開発等の検討・実行　等

⑤事後評価の公表方法 必要に応じて総合戦略や今後の施策に反映。検証結果をホームページで公表

⑥全体計画の総合評価
地方創生推進交付金の活用により、おおむね全体の計画通りに実施することができた。また、企業、大学、国立環境研究所琵琶湖分室、滋賀県の行政部局および試験研究
機関で構成する琵琶湖環境研究推進機構および県内自治体等が参画する「しが水環境ビジネス推進フォーラム研究・技術分科会」の設置により、共同研究や、技術開発等
に係るニーズとシーズのマッチング、海外展開等を進めることができている。


